
 
【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年6月28日

【事業年度】 第152期(自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日)

【会社名】 大阪機工株式会社

【英訳名】 ＯＫＫ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　土　井　隆　雄

【本店の所在の場所】 兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地1

【電話番号】 072-782-5121(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部経理部長　　岡　本　成　樹

【最寄りの連絡場所】 さいたま市北区日進町三丁目610番地1

大阪機工株式会社　東京支店

【電話番号】 048-665-9900(代表)

【事務連絡者氏名】 東京支店長　　松　廣　正　樹

【縦覧に供する場所】 ※大阪機工株式会社東京支店

 (さいたま市北区日進町三丁目610番地1)

 大阪機工株式会社名古屋支店

 (名古屋市名東区社台3丁目151番地)

 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 株式会社大阪証券取引所

 (大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

(注) ※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮し、縦覧に供

する場所としております。

 

EDINET提出書類

大阪機工株式会社(E01516)

有価証券報告書

  1/104



第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第148期 第149期 第150期 第151期 第152期

決算年月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月

売上高 (百万円) 35,880 39,182 37,181 26,631 10,188

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 4,100 5,546 3,558 663 △4,525

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 2,885 3,237 2,100 △398 △4,920

純資産額 (百万円) 19,290 21,781 22,327 20,618 16,167

総資産額 (百万円) 49,429 52,938 47,844 44,725 40,331

１株当たり純資産額 (円) 261.00 294.91 305.32 287.16 225.23

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 38.82 43.86 28.50 △5.54 △68.61

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 39.0 41.1 46.6 46.0 40.0

自己資本利益率 (％) 16.6 15.8 9.5 △1.9 △26.8

株価収益率 (倍) 12.1 10.6 7.1 ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,017 2,665 886 △182 △1,458

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △915 △839 △1,172 △2,829 △554

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,718 △1,480 △1,412 1,645 3,249

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 6,333 6,678 4,947 3,579 4,802

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
726
(77)

738
(85)

737
(113)

725
(136)

663
(92)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第148期から第150期までは潜在株式がないため、第151期は１株当

たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため、第152期は１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を有し

ている潜在株式がないため記載しておりません。

３　純資産額の算定にあたり、第149期から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月9日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号）を適用しております。

 

EDINET提出書類

大阪機工株式会社(E01516)

有価証券報告書

  2/104



(2) 提出会社の経営指標等

回次 第148期 第149期 第150期 第151期 第152期

決算年月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月

売上高 (百万円) 34,164 37,419 35,907 25,292 8,531

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 3,494 5,037 2,985 636 △4,100

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 2,420 2,933 1,747 △164 △4,539

資本金 (百万円) 5,782 5,782 5,782 5,782 5,782

発行済株式総数 (千株) 74,058 74,058 74,058 74,058 74,058

純資産額 (百万円) 18,303 20,503 20,868 19,446 15,395

総資産額 (百万円) 46,626 48,930 44,093 40,842 36,792

１株当たり純資産額 (円) 247.71 277.88 285.67 271.14 214.66

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

3

(―)

7

(3)

8

(4)

2.5

(2.5)

―

(―)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 32.59 39.75 23.71 △2.29 △63.30

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 39.3 41.9 47.3 47.6 41.8

自己資本利益率 (％) 14.5 15.1 8.4 △0.8 △26.1

株価収益率 (倍) 14.4 11.7 8.5 ― ―

配当性向 (％) 9.2 17.6 33.7 ― ―

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
481
(52)

481
(63)

480
(83)

476
(95)

427
(62)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第148期から第150期までは潜在株式がないため、第151期は１株当

たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため、第152期は１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を有し

ている潜在株式がないため記載しておりません。

３　純資産額の算定にあたり、第149期から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月9日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号）を適用しております。
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２ 【沿革】

大正４年10月大阪市大淀区に株式会社松田製作所を創立し、渦巻ポンプの製造を開始

大正５年12月社名を日本兵機製造株式会社に変更

大正６年９月 紡績機械及び水道メーターの製造を開始

大正９年２月 社名を株式会社大阪機械工作所に変更

昭和７年５月 大阪市東淀川区に加島製造所を新設し、内燃機の製造を開始

昭和８年６月 工作機械、電動機、海軍兵器の製造を開始

昭和13年12月社名を大阪機工株式会社に変更

昭和14年６月兵庫県伊丹市に猪名川製造所を新設

昭和20年９月兵器、内燃機、電動機の製造を中止

昭和24年５月東京証券取引所及び大阪証券取引所に株式を上場

昭和35年11月㈱オーケイケイ・シムテックを設立(現・連結子会社)

昭和40年３月兵庫県豊岡市に大豊機工㈱を設立(現・連結子会社)

昭和50年10月㈱大阪機工サービスセンターを設立

昭和53年３月米国にＯＫＫ ＵＳＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮを設立(現・連結子会社)

平成元年４月 タイにＴＨＡＩ ＯＫＫ ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ ＣＯ., ＬＴＤ.を設立

平成３年４月 独国にＯＫＫ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨを設立

平成３年５月 埼玉県大宮市に東京テクニカルセンターを開設

平成５年10月㈱オーケーケーキャスティングを設立

平成７年12月中国に天津ＯＫＫ機械有限公司を設立

平成17年10月㈱オーケーケーキャスティングが㈱大阪機工サービスセンターを吸収合併

 同年11月㈱オーケーケーエンジニアリングに社名変更(現・連結子会社)

平成18年７月中国に大阪机工(上海)商貿有限公司を設立
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３ 【事業の内容】

当社グループ（提出会社、子会社7社及び関連会社1社により構成）が営んでいる事業内容、各関係会社の当該事

業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、区分内容は、事業の種類

別セグメント情報と同一であります。

(工作機械)

製造及び販売ともに提出会社が中心でありますが、米国向けの販売は、技術サービスも含めてＯＫＫ ＵＳＡ 

ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ（連結子会社）が行い、また、製造についてもその一部は大豊機工㈱（連結子会社）・

㈱オーケイケイ・シムテック（連結子会社）・㈱オーケーケーエンジニアリング（連結子会社）及びＴＨＡＩ

ＯＫＫ ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ ＣＯ.,ＬＴＤ.（非連結子会社）が行っております。技術サービスについては、提

出会社が行うほか㈱オーケーケーエンジニアリング（連結子会社）が国内の一部を、ＯＫＫ Ｅｕｒｏｐｅ Ｇ

ｍｂＨ（非連結子会社）が欧州を、大阪机工(上海)商貿有限公司（非連結子会社）が中国を担当しております。

(水道メーター)

製造を大豊機工㈱で行い、販売は提出会社及び大豊機工㈱が行っております。

(その他)

繊維機械は、提出会社並びに天津ＯＫＫ機械有限公司（関連会社）で製造・販売を行っております。このほ

か、建築用金物事業等を営んでおります。

 

[事業系統図]
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４ 【関係会社の状況】

 

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
(％)

関係内容

(連結子会社)
大豊機工㈱　(注)2

兵庫県
豊岡市

94
工作機械
水道メーター

97.3

・提出会社の工作機械の一部の製造及
び水道メーターの製造・販売をして
おります。

・役員の兼任…有り

(連結子会社)
㈱オーケイケイ・
シムテック

兵庫県
川西市

10工作機械 100.0

・提出会社の工作機械の部品を製造し
ております。

・提出会社の工場内の建物の一部を賃
貸しております。

・役員の兼任…有り

(連結子会社)
㈱オーケーケー
エンジニアリング
(注)2

兵庫県
伊丹市

50工作機械 100.0

・提出会社の工作機械の部品の製造及
び技術サービス業務をしております。

・提出会社の工場内の建物の一部を賃
貸しております。

・役員の兼任…有り

(連結子会社)
OKK USA CORPORATION
(注)2・4

米国
イリノイ州

千米ドル
2,750

工作機械 100.0
・提出会社の工作機械の製品の販売及
び技術サービス業務をしております。

・役員の兼任…有り

(注) １　「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　特定子会社に該当しております。

３　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４　ＯＫＫ ＵＳＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占

める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 (1) 売上高 2,091百万円

 (2) 経常損失(△) △290

 (3) 当期純損失(△) △170

 (4) 純資産額 583

 (5) 総資産額 2,866
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成22年3月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

工作機械
542
(52)

水道メーター
49
(21)

その他
26
(8)

全社(共通)
46
(11)

合計
663
(92)

(注) １　従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除く就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(パート及び嘱託契約社員)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

３　前連結会計年度末に比べ従業員数が62名減少しましたのは、主に早期退職者優遇制度実施によるものであります。

 

(2) 提出会社の状況

平成22年3月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

427
(62)

40.7 19.1 4,324

(注) １　従業員数は、提出会社から他社への出向者を除き、他社から提出会社への出向者を含む就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(パート及び嘱託契約社員)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

３　前事業年度末に比べ従業員数が49名減少しましたのは、主に早期退職者優遇制度実施によるものであります。

４　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3) 労働組合の状況

当社グループのうち提出会社及び一部の子会社は、ＪＡＭに加入しております。なお、労使関係については、特

に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度の売上高は、101億8千8百万円（前連結会計年度比61.7％減）と減少しました。

利益面については、経常損失45億2千5百万円（前連結会計年度は経常利益6億6千3百万円）、当期純損失49億2

千万円（前連結会計年度は当期純損失3億9千8百万円）となりました。

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①工作機械

国内は、エネルギーや環境関連分野向けへの販売に積極的に取組みましたが、全体的には依然として設備

過剰感が強く需要は低迷しました。また、海外におきましても、中国、韓国等アジア地域で改善がみられたも

のの、米国、欧州では市場回復が進展しませんでした。この結果、生産高は52億6千4百万円（前連結会計年度

比79.4％減、販売価格ベース）、受注高は81億6千5百万円（前連結会計年度比62.3％減、提出会社単独ベー

ス）、売上高は78億5千万円（前連結会計年度比66.9％減）、営業損失は38億7千万円（前連結会計年度は営

業利益8億8千2百万円）となりました。

②水道メーター

民需向けおよび情報・計装システムの販売は堅調に推移しましたが、官公庁向けの販売価格が下落しま

した。この結果、生産高は16億3千6百万円（前連結会計年度比16.5％減、販売価格ベース）、受注高は13億5

千4百万円（前連結会計年度比12.3％減、提出会社単独ベース）、売上高は16億7千2百万円（前連結会計年

度比8.9％減）、営業損失は1億5百万円（前連結会計年度は営業損失2百万円）となりました。

③その他

売上高は6億6千5百万円（前連結会計年度比39.5％減）、営業損失は9千1百万円（前連結会計年度は営

業利益4千9百万円）となりました。

 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①日本

国内向は、エネルギーや環境関連分野向けへの販売に積極的に取組みましたが、全体的には依然として設

備過剰感が強く需要は低迷しました。また、海外におきましても、中国、韓国等アジア地域で改善がみられた

ものの、欧州では市場回復が進展しませんでした。このため、売上高は94億1千3百万円（前連結会計年度比

64.4％減）、営業損失は40億5百万円（前連結会計年度は営業利益12億7千万円）となりました。

②米国

リーマンブラザーズの破綻に発した金融危機の影響により、実態経済の悪化が具体的な形で進み、クライ

スラー・ＧＭの相次ぐ破綻など厳しいスタートとなりました。このような状況の下、エネルギー産業への粘

り強い営業活動を展開するとともに、後半には動きが少し出てきた自動車産業や航空機産業へも積極的に

営業活動を行いましたが、売上高は20億9千1百万円（前連結会計年度比59.7％減）、営業損失は2億9千3

百万円（前連結会計年度は営業損失3千3百万円）となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億2千3百万円（34.2％）増

加し、48億2百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、14億5千8百万円の支出超（前連結会計年度：1億8千2百万円の支出

超）となりました。支出の主なものは、税金等調整前当期純損失50億3千8百万円、仕入債務の減少21億4千4百

万円などであり、収入の主なものは、たな卸資産の減少28億2千3百万円、売上債権の減少15億7千7百万円、減価

償却費11億5千8百万円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、5億5千4百万円の支出超（前連結会計年度：28億2千9百万円の支出

超）となりました。これは、主に有形固定資産の取得であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、32億4千9百万円の収入超（前連結会計年度：16億4千5百万円の収入

超）となりました。これは、主に借入金の増加であります。

 

２ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの生産・販売品目は多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は必ずしも一

様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多く、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模を金

額あるいは数量で示すことはしておりません。

このため、生産、受注及び販売の状況については、「１　業績等の概要」における各事業の種類別セグメント業績

に関連付けて示しております。

 

３ 【対処すべき課題】

今後の見通しといたしましては、中国等アジア経済が内需を中心に景気を持ち直し、米国及び欧州、国内経済も

やや回復の兆しが見られます。しかし、全般的には依然として自立性に乏しく先行き不透明な情勢にあり、当社を

取り巻く経営環境は厳しい状況が続くものと予想しております。

このような環境の中、当社グループは「顧客第一」の経営理念の下、グループ全部門において体制の見直し、業

務運営の効率化や固定費の削減等により収益力を強化し、外部環境に左右されない企業体質の確立に取組んでい

きます。

主力の工作機械部門においては、需要拡大が見込める中国を中心としたアジア地域での営業基盤の拡充により

販売・サービスを強化していくと共に環境、エネルギー等新分野への開拓に努めます。技術面においては、マーケ

ティング力を強化し、顧客ニーズに対応した低価格で魅力ある商品の開発を進めていきます。生産面においては、

グループ各社の役割を見直し、物流・生産効率の向上により生産リードタイムの短縮を図ると共に、部品・ユニッ

トの共通化、海外調達の拡大などを進めることによるコストダウンにより一層の競争力向上に努めていきます。
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４ 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあ

ります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成22年6月28日)現在において当社グ

ループが判断したものであります。

(1)設備投資需要の急激な変動

当社グループの主力製品である工作機械は、資本財であるため使用可能期間が長く、景気低迷局面では製造業

による設備投資抑制の影響を受け易く、需要が大きく減少する要素をはらんでおります。

(2)為替レートの変動

当社グループの海外売上高比率は、平成21年3月期40.2％(うち北米向け19.4％)、平成22年3月期34.8％(うち

北米向け20.2％)となっており、北米向けのほとんどが米ドル建の取引であります。このため、為替予約等リスク

ヘッジを行なってはおりますが、為替レートの変動が当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性

があります。

(3)人材の確保と育成

当社グループの主力製品であります工作機械市場において勝ち残るためには、革新的な新製品の投入が不可

欠であります。そのため、有能なエンジニアの確保と育成は当社グループの発展には重要な要素の一つでありま

す。

(4)公的規制

当社グループは、輸出割合が相当程度あるため、事業展開する各国において輸出入規制等様々な政府規制の適

用を受けております。これらの規制に変化があった場合、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能

性があります。

(5)災害等による影響

当社グループの主力製品であります工作機械は、大半が猪名川製造所で生産されております。全ての設備にお

ける定期的な災害防止検査と設備点検を行なっておりますが、不可避の事態が発生した場合には、生産能力に影

響が出る可能性があります。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

(技術援助契約)

 

契約
会社名

相手会社名 技術援助契約の内容 契約期間

提出会社 チンダスク社(タイ)
マグネット伝導直読式水道メーターGMK13・20・25・40及
び液封直読式水道メーターLCX13並びにGLCX13の製造販売
権の供与

平成23年５月迄

提出会社
天津ＯＫＫ機械有限公司
(中国)

HF－5型ハイスピードフィニッシャ、6型ギル(HM－6・HLE
－6・HG－6)及びPB8型ギルの製造販売権の供与

平成27年11月迄

提出会社
大連華凱机床有限公司(中
国)

立型マシニングセンタMDV55及び横形マシニングセンタ
MDH40Pの製造販売権の供与

平成22年６月迄

 

(技術導入契約)

 

契約
会社名

相手会社名 技術導入契約の内容 契約期間

提出会社 センサス社(独国)
タービン型水道メーターWPD(横形)50～300mmの製造販売
権の導入

平成25年11月迄
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６ 【研究開発活動】

当社グループは、常にお客様の満足度向上を目指し、環境の変化や市場ニーズに即応した付加価値の高い高効率

・高機能な製品の提供のため、研究開発活動を行っております。

当連結会計年度の研究開発費は、2億6千8百万円(消費税等含まず)となりました。

事業の種類別セグメントの主な研究開発活動は、次のとおりであります。

(1)工作機械

工作機械部門は、比較的堅調であったエネルギー産業向けの製品を中心に開発を進め、加工ワークに特化した

機種としてタービンブレード加工機VM-X/250B、航空機などで使用されるチタンなどの難削材部品を加工対象と

した横形機HM800高トルク主軸（ギヤドライブ）仕様機、また無人化対応機器として新たな駆動機構を採用した

VM600用自動パレット交換装置などを開発しました。その他、機械操作を支援する機能として、プログラム作成支

援ＣＡＤ機能などのソフト開発を行いました。

当事業に係る研究開発費は、2億4千1百万円であります。

(2)水道メーター

平成23年度施行の新JIS対応製品では、主力小型製品AKシリーズの開発を終え、最終検証を進めています。また

計装システム、情報システム部門におきましても厳しい価格競争が続く中で、顧客ニーズの対応として、より安

価で従来のシステム機能を取り組んだ流量監視装置の開発、操作性・機能性をより高めたハンディ検針システ

ムのソフト開発に取り組んできました。

当事業に係る研究開発費は、2千7百万円であります。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成22年6月28日)現在において当社グループが判断

したものであります。

(1)重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成さ

れております。これらの連結財務諸表の作成にあたり、貸倒引当金、棚卸資産、退職給付引当金等に関して、過去

の実績や状況に応じ合理的だと考えられる様々な要因に基づき、資産・負債及び収益・費用等の数値に影響を

与える見積り及び判断を行っております。実績については、見積りの不確実性があるため、これら見積りと異な

る場合があります。

(2)当連結会計年度の経営成績の分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、アジアを中心に徐々に回復に向かいつつあるものの、先進国における

金融危機と実体経済の悪化により全体としては厳しい経済状況が続きました。また、国内経済も、経済対策効果

や新興国需要の拡大の動きにより最悪期は脱したとは見られるものの、雇用情勢は厳しく先行きは依然として

不透明なままで推移しました。

このような状況のなか、主力の工作機械部門における企業の設備投資抑制の影響による想定を超える落ち込

みを主要因として、売上高は101億8千8百万円（前連結会計年度比61.7％減）と減少しました。

利益面におきましては、コストダウン、固定費の削減等により収益確保に全社挙げて取組みましたが、売上高

の予想を上回る減少に加え、在庫削減などによる操業度の低下により、経常損失45億2千5百万円（前連結会計年

度は経常利益6億6千3百万円）となりました。さらに、早期退職者優遇制度の実施による費用等も加わり、当期純

損失は49億2千万円（前連結会計年度は当期純損失3億9千8百万円）となりました。
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(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純損失50億3千8百万

円、仕入債務の減少21億4千4百万円などの支出やたな卸資産の減少28億2千3百万円、売上債権の減少15億7千7百

万円、減価償却費11億5千8百万円などの収入により、14億5千8百万円の支出超（前連結会計年度：1億8千2百万

円の支出超）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得などにより5億5千4

百万円の支出超（前連結会計年度：28億2千9百万円の支出超）となりました。財務活動によるキャッシュ・フ

ローでは、主に借入金の増加により32億4千9百万円の収入超（前連結会計年度：16億4千5百万円の収入超）と

なりました。

(4)経営者の問題意識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努め

ております。

当社グループは製品を世界のマーケットに提供しており、そのユーザーの要請に的確に応える新製品と新技

術の開発に全力を傾けております。また、経営を進めていく上で、「顧客第一」「社会的責任」「新しい価値の

創造」の三つのキーワードを行動の指針としております。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資は、猪名川製造所内のインフラ整備並びに機械及び装置で、設備投資額（無形固定

資産を含む。）は1億9千6百万円となりました。事業の種類別セグメントの内訳は次のとおりです。

 

なお、「第３　設備の状況」の各部に記載されている金額には、消費税等は含まれておりません。
 

工作機械(百万円) 水道メーター(百万円) その他(百万円) 全社共通(百万円) 合計(百万円)

173 21 1 0 196

 

２ 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) 提出会社

平成22年3月31日現在

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(名)建物及び

構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
[面積
千㎡]

リース
資産

その他 合計

本社及び
猪名川製造所
(兵庫県伊丹市・
川西市)　(注)2

全社的管理
業務
工作機械
水道メーター
その他

生産・販売
・管理・そ
の他の設備

3,020 799
14,703
[96]

540 14119,205376

東京支店及び東京
テクニカルセン
ター
(さいたま市北区)
(注)2

工作機械
水道メーター

販売・その
他の設備

388 74
242
[1]

5 5 716 37

名古屋支店
(名古屋市名東区)
(注)2

工作機械 販売設備 21 ―
103
[0]

2 1 128 14

 

(2) 国内子会社

平成22年3月31日現在

会社名及び
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(名)建物及び

構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
[面積
千㎡]

リース
資産

その他 合計

大豊機工㈱
本社及び工場
(兵庫県豊岡市)

工作機械
水道メーター
その他

生産設備 343 151
306
[51]

72 30 905 117
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(3) 在外子会社

平成22年3月31日現在

会社名及び
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(名)建物及び

構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
[面積
千㎡]

リース
資産

その他 合計

OKK USA 
CORPORATION
本社
(米国イリノイ州)

工作機械 販売設備 79 0
63
[11]

― 9 152 26

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品(建設仮勘定含まず)であります。

２　本社・支店の内には、各地域の営業所等が含まれ、建物の一部を賃借しております。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

当連結会計年度末現在における重要な新設、改修等の計画は次のとおりであります。

 

会社名及び
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容

投資予定額

資金調達方法

着手及び完了予定

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

提出会社
猪名川製造所
(兵庫県伊丹市・
川西市)

工作機械 生産設備 116 ― 自己資金
平成22年
 4月

平成22年
 9月

 

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な除却・売却の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 240,000,000

計 240,000,000

 

② 【発行済株式】
 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成22年3月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年6月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 74,058,16881,465,568

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は
1,000株であります。

計 74,058,16881,465,568― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

第1回乃至第10回新株予約権（平成21年8月27日取締役会決議）

第1回乃至第10回新株予約権（以下、個別に又は総称して「本新株予約権」という。）に共通する事項は次のとおりでありま

す。

 
事業年度末現在
(平成22年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年５月31日)

新株予約権の数 10個 ―

新株予約権のう
ち自己新株予約
権の数

― ―

新株予約権の目
的となる株式の
種類

当社普通株式
当社普通株式の内容は、権利内容に何ら限定のない当社における標準と
なる株式であり、単元株式数は1,000株である。

―

新株予約権の目
的となる株式の
数

本新株予約権１個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数
（以下「交付株式数」という。）は、10,000,000円（以下「出資金額」
という。）を行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２
項に定義する。）で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個
の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求の対象
となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額（以下「出資金総
額」という。）を行使価額で除して得られる最大整数とする（１株未満
の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。）。
なお、本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本新株予約権の総
数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数とな
る。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４
項に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的
たる株式の総数は変更される。

―

新株予約権の行
使時の払込金額

１ 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、別記
「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定める出資金額とする。な
お、修正開始日（本欄第３項第(1)号に定義する。）後の包括行使請求
（別記(注)７(3)に定義する。）又は個別行使請求（別記(注)７(4)に
定義する。）に基づく本新株予約権の行使に際して新株予約権１個に
つき出資される財産の価額もこれと同額とする。

―

 ２ 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに
あたり用いられる当社普通株式１株あたりの価額（以下「行使価
額」という。）は、当初135円とする。ただし、本欄第３項又は第４項に
従い、修正又は調整される。

 

 ３ 行使価額の修正
(1) 当社は、平成21年12月14日以降、平成23年９月13日までの間、当社取
締役会が資金調達のために必要と認めた場合には、修正開始日（行使
価額修正の決定を行った日（以下「行使価額修正決議日」という。）
の６銀行営業日後の日をいい、以下「修正開始日」という。）以降、本
新株予約権の要項に従って本新株予約権の行使価額が修正される旨
を決定（以下「行使価額修正の決定」という。）することができ、こ
の決定を行った場合には、当社は、行使価額修正の決定が行われたこ
と及び修正開始日を、行使価額修正決議日に、新株予約権原簿に記載
された各新株予約権者に通知するものとする。
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 (2) 行使価額修正の決定が行われた場合、行使価額は、①修正開始日
（当日を含む。）から修正開始日の翌月の第２金曜日まで（当日を含
む。）の期間においては、行使価額修正決議日の前銀行営業日まで
（当日を含む。）の３連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。以
下同じ。）のない日は除き、行使価額修正決議日の前銀行営業日が取
引日でない場合には、行使価額修正決議日の前銀行営業日の直前の取
引日までの３連続取引日とする。以下「修正開始日行使価額算定期
間」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普
通取引の毎日の終値の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数
第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。）に、②修正開始日
の翌月の第２金曜日の翌日以後においては、毎月第２金曜日（以下
「決定日」という。）の翌日以降、決定日まで（当日を含む。）の３連
続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合
には、決定日の直前の取引日までの３連続取引日とする。以下「修正
後行使価額算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における
当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の90％に相当する金
額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨て
る。）に、それぞれ修正される（修正後の行使価額を以下「修正後行
使価額」という。）。なお、修正開始日行使価額算定期間又は修正後行
使価額算定期間内に、本欄第４項第(2)号又は第(4)号で定める行使価
額の調整事由が生じた場合には、修正後行使価額は、本新株予約権の
要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。ただし、かかる算
出の結果、修正後行使価額が45円（ただし、本欄第４項第(1)号乃至第
(4)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。）を下回る
場合には、修正後行使価額は下限行使価額とし、修正後行使価額が180
円（ただし、本欄第４項第(1)号乃至第(4)号による調整を受ける。以
下「上限行使価額」という。）を上回る場合には、修正後行使価額は
上限行使価額とする。

 

 (3）本項第(1)号及び第(2)号により行使価額の修正を行うときは、当社
は、あらかじめ書面によりその旨、修正前の行使価額、修正後行使価額
及びその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された
各新株予約権者に通知する。

 

 ４　行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により
当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性があ
る場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）を
もって行使価額を調整する。

    
 
既発行
普通株式数

 
＋

交付普通
株式数

×
１株あたりの
払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数

 

 (2）行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合
及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところ
による。

 

 ① 時価（本項第(3)号②に定義する。以下同じ。）を下回る払込金
額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行し
た取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予
約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換
えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約
権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券も
しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設け
られたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌
日以降、当社普通株式の株主（以下「当社普通株主」とい
う。）に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合
は、その日の翌日以降、これを適用する。
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 ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする
場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日
の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以
降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについ
て、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日
がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 

 ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る
対価（本項第(3)号⑤に定義する。以下同じ。）をもって当社普通
株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場
合を含む。）、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付
を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含
む。）その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての
場合を含む。）（ただし、本新株予約権と同時に発行される本新株
予約権以外の新株予約権の発行を除く。）
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約
権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券
又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当
初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることと
なる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株
式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものと
し、払込期日（新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの
を含む。）の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌
日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受け
る権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降
これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当
社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で
確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定
時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価
の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付され
ることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交
付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出す
るものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用す
る。

 

 ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新
株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに時価
を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予
約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）（以下「取
得条項付株式等」という。）に関して当該調整前に本号③又は
⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が
行われた後の完全希薄化後普通株式数（本項第(3)号⑥に定義
する。以下同じ。）が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数
（本項第(3)号③に定義する。以下同じ。）を超えるときに限
り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整
式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用し
て算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数
を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。

 

 ⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株あた
りの対価（本⑤において「取得価額等」という。）の下方修正等
が行われ（本項第(2)号又は第(4)号と類似の希薄化防止条項に基
づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行われた後の当該取
得価額等が当該修正が行われる日（以下「修正日」という。）に
おける時価を下回る価額になる場合（ただし、本新株予約権と同
時に発行される本新株予約権以外の新株予約権の行使価額の修正
の場合を除く。）
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 (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調
整が修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、修正
日に残存する取得請求権付株式等の全てが修正日時点の条件で
転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通
株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなし
て本号③の規定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降
これを適用する。

 

 (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による
行使価額の調整が修正日前に行われている場合で、修正日に残存
する取得請求権付株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換
又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの
完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既
発行普通株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超
過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなし
て、行使価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日
以降これを適用する。なお、１か月間に複数回の取得価額等の修
正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取
得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用
して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用す
る。

 

 ⑥ 本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受け
る権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発
生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の
承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整
後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する
ものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があっ
た日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次
の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、
株式の交付については別記(注)９(2)の規定を準用する。

株式数＝

（調整前
行使価額

－
調整後
行使価額)

×
調整前行使価額により当該
期間内に交付された株式数

調整後行使価額
この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金
による調整は行わない。

 

 ⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が
交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規
定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての
規定を準用して算出するものとする。

 

 (3）① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算
出し、その小数第２位を切り捨てる。

 

 ② 行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後
の行使価額を適用する日（ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準
日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取
引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終
値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未
満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

 

 ③ 行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式
数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基
準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められ
ていない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１か月前の日
における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有
する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第
(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社
普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加
えるものとする。
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 ④ 当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式
で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する
当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないもの
とする。

 

 ⑤ 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権
（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行に際して払
込みがなされた額（本項第(2)号③における新株予約権（新株予
約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に際し
て出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は
行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭
その他の財産（当社普通株式を除く。）の価額を控除した金額を、
その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した
金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額
調整式における１株あたりの払込金額とする。

 

 ⑥ 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後
の行使価額を適用する日の１か月前の日における、当社の発行済
普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を
控除し、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前
に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみな
された当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の
株式数（ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等
に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未
だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び当該取
得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通
株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行
使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通
株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない
当社普通株式の株式数（ただし、当該行使価額の調整前に、当該取
得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社
普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除
く。）及び修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが修
正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されるこ
ととなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。

 

 (4）本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、
次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

 

 ① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会
社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承
継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行
済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

 

 ② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使
価額の調整を必要とするとき。

 

 ③ その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の
発生により行使価額の調整を必要とするとき（ただし、本新株予
約権と同時に発行される本新株予約権以外の新株予約権の行使価
額の調整の場合を除く。）。

 

 ④ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の
事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価に
つき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 

 (5）本項第(1)号乃至第(4)号により行使価額の調整を行うときは、当社
は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価
額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を新株予約
権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号
⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができ
ないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
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事業年度末現在
(平成22年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年５月31日)

新株予約権の行
使期間

１ 平成21年９月15日から平成24年９月13日までの期間（以下、当該期
間の最終日を「権利行使最終期日」という。）とする。ただし、平成24
年９月13日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を権利行
使最終期日とする。

―

 ２ 本欄第１項に拘わらず、包括行使請求は、権利行使最終期日を行使す
る日として行うものとし、行使価額修正決議日から修正開始日までの
期間（以下「包括行使請求書提出期間」という。）において、包括行
使にかかる行使請求書を提出するものとする。個別行使請求を行う期
間は、修正開始日から権利行使最終期日の前銀行営業日までの期間
（以下「個別行使可能期間」という。）とする。

 

新株予約権の行
使により株式を
発行する場合の
株式の発行価格
及び資本組入額

１ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権１個の行使により発行する当社普通株式１株の発行
価格は、10,017,680円（本新株予約権１個の発行価格と出資金額
を合計した金額）を、当該行使請求の時点（包括行使請求の場合
は別記「新株予約権の行使期間」欄に定める権利行使最終期日）
において有効な交付株式数で除した金額となり、本新株予約権複
数個の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行使
請求の対象となった本新株予約権の数に10,017,680円（本新株予
約権１個の発行価格と出資金額を合計した金額）を乗じた金額
を、当該行使請求の時点（包括行使請求の場合は別記「新株予約
権の行使期間」欄に定める権利行使最終期日）において有効な交
付株式数で除した金額となる。

―

 ２ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金
の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された
資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満
の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加す
る資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の
額を減じた額とする。

 

新株予約権の行
使の条件

１ 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
２ (1）包括行使請求には、その対象となる各本新株予約権につき、権利

行使最終期日の前銀行営業日までに、個別行使請求がなされず、本
欄第４項第(1)号に定めるいずれの事由も発生せず、別記(注)８
(1)、(2)又は(4)に定めるいずれの取得も行われず、かつ本新株予
約権が消滅していない場合に効力を生じる旨の条件を付すものと
する。

―

 (2）包括行使請求を行う新株予約権の個数については、新株予約権
者の任意の選択によるものとし、新株予約権者は、包括行使請求を
行う場合、出資金額に包括行使請求に基づき権利行使を希望する
本新株予約権の個数を乗じた金額を、包括行使請求書提出期間内
に、現金にて本新株予約権の要項に定める払込取扱場所の指定口
座に払い込むものとする。

 

 (3）権利行使最終期日の前銀行営業日に本項第(1)号に定める包括
行使請求に付された条件が成就した場合には、包括行使請求がな
された際に払い込まれた金銭は、権利行使最終期日において、当該
包括行使請求の対象となる本新株予約権の出資金額に係る払込金
として確定する。

 

 (4）包括行使請求書提出期間内に、新株予約権者が包括行使にかか
る行使請求書を提出しなかった場合には、新株予約権者は、当該包
括行使にかかる行使請求書を提出しなかった本新株予約権につ
き、以後包括行使請求その他の一切の行使請求を行うことができ
ないものとする。
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事業年度末現在
(平成22年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年５月31日)

 ３ (1）別記(注)９(1)に従い個別行使請求の効力が生じた場合には、当
該個別行使請求に対応する個数の本新株予約権に係る包括行使請
求は効力が発生しないことが確定し、当社は新株予約権者に対し、
当該効力が発生しないことが確定した包括行使請求に係る本新株
予約権の個数に出資金額を乗じた金額を速やかに返還するものと
する。

 

 (2）新株予約権者は、かかる個別行使請求の効力発生以後、権利行
使最終期日の前銀行営業日に至るまで、包括行使請求に係る行使
請求書が提出された本新株予約権の総数から当該個別行使請求が
行われた本新株予約権の個数を控除した残数の本新株予約権に限
り、引き続き、個別行使請求を行うことができ、その後もまた同様
とする。

 

 ４ (1）以下の(ⅰ)乃至（ⅲ)のいずれかの事由が生じた場合には、新株
予約権者は、残存する本新株予約権全部につき、以後その行使請求
を行うことができないものとする。なお、以下の(ⅰ)乃至（ⅲ)の
いずれかの事由が生じた場合には、当社は速やかに新株予約権原
簿に記載された各新株予約権者に通知する。

 

 (ⅰ)当社が支払の停止に至った場合又は当社につき破産手続開
始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは
これらに準じる法的清算・再建手続の申立がなされた場合もし
くは裁判所もしくは監督官庁によりかかる手続開始の前提行為
が行われた場合
(ⅱ)当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(ⅲ)当社の重要な財産が差し押さえられた場合

 

 (2）本項第(1)号のいずれかの事由が生じた場合において、包括行
使請求に基づく出資金額が払い込まれていたときは、包括行使請
求は、当該事由発生時において残存する本新株予約権につき効力
が発生しないことが確定し、当社は新株予約権者に対し、当該事由
発生後遅滞なく、残存する本新株予約権の個数に出資金額を乗じ
た金額を包括行使請求に基づく出資金額の返還として支払うもの
とする。

 

新株予約権の譲
渡に関する事項

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による
当社の承認を要するものとする。

―

代用払込みに関
する事項

該当事項なし ―

組織再編成行為
に伴う新株予約
権の交付に関す
る事項

該当事項なし ―

（注）１ 本新株予約権は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債

券等に該当します。

２ 本新株予約権の特質は以下のとおりです。

① 本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数は、行使価額の修正にともなって変動する仕組みとなってい

るため、修正開始日行使価額算定期間又は修正後行使価額算定期間（それぞれ別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄第３項第(2)号に定義する。）に株価が下落し、修正後行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄

第３項第(2)号に定義する。）が当初行使価額(135円)を下回った場合には、交付される株式数が増加いたします。

② 本新株予約権の行使価額の修正基準及び修正頻度について

当社が行使価額修正の決定を行った回号の新株予約権の行使価額は、行使価額修正を決定した日の直前３連続取

引日の東証終値の平均値×90％に修正され、以降、毎月第２金曜日に、その日までの３連続取引日の東証終値の平

均値×90％に修正されます（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号を参照）。
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③ 行使価額等の下限等

(ⅰ)行使価額等の下限

本新株予約権の行使価額の下限は45円です（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号を参照）。

(ⅱ)割当株式数の上限

本新株予約権の目的となる株式数の上限は17,748,000株となっており、これを超えて行使されることはありません

（(注)３(1)を参照）。

(ⅲ)資金調達額の下限

資金調達額の下限については、本新株予約権が、本新株予約権の目的となる株式数の上限の範囲内において、すべて

下限行使価額である45円で行使された場合、調達金額の総額は790,000,000円となります。なお、本新株予約権は、当

社が行使価額修正の決定を行わない場合等において行使されない可能性があります。

④ 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする旨の条項が付されております（(注)

８(1)を参照）。

３ 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容

当社は、本新株予約権の所有者である野村證券株式会社（以下「割当先」という。）との間で、以下について合意し

ております。

(1) ＜上限議決権数超過行使等の制限に係る合意＞

① 当社は、当社が本新株予約権の発行後６か月以内に第三者割当方式で交付する当社普通株式及びその他の種類の

議決権付株式（以下「同時期発行議決権付株式」という。）に係る議決権の数に、本新株予約権、本新株予約権と

同時に発行する新株予約権（以下「同時発行新株予約権」という。）、当社が本新株予約権の発行後６か月以内

に第三者割当方式で発行する新株予約権及び当社普通株式以外の種類の株式（以下「同時期発行新株予約権

等」という。）の取得又は行使が行われることによって増加する議決権の数を加えた議決権の数の累計が、

17,748個（ただし、当社が当社の議決権付株式の併合、分割もしくは当社の株主に対し当社の議決権付株式の無

償割当て又は当社の議決権付株式の単元株式数の変更をする場合は、当該株式併合、株式分割もしくは無償割当

ての割合又は変更前後における単元株式数の比率に応じて減少又は増加するものとし、当該株式併合、株式分割

もしくは無償割当ての基準日又は単元株式数の変更日前に発行された同時期発行議決権付株式に係る議決権な

らびにかかる基準日もしくは変更日前に本新株予約権、同時発行新株予約権又は同時期発行新株予約権等の行使

又は取得により増加した議決権の数も同様に減少又は増加したものとみなして計算する。）を超えることとなる

ような本新株予約権もしくは同時発行新株予約権の行使又は同時期発行新株予約権等の行使もしくは取得請求

を行わせず、また、同時期発行新株予約権等の取得もしくは同時期発行議決権付株式の発行を行わない（以下、か

かる本新株予約権もしくは同時発行新株予約権の行使及び同時期発行新株予約権等の行使、取得請求又は取得な

らびに同時期発行議決権株式の発行をあわせて「上限議決権数超過行使等」という。）。

② 当社は、下記＜割当先による行使制限措置＞②に基づく割当先による確認に係る本新株予約権の行使が上限議決

権数超過行使等に該当することとなる場合、その旨割当先に通知した上、速やかに(注)８(1)に定める取得（残存

する本新株予約権の全部の取得に限る。）の手続を行うものとする。ただし、割当先により複数個の本新株予約権

の行使に係る確認がなされ、当該複数個の一部の行使であれば上限議決権数超過行使等に該当しない場合、上限

議決権数超過行使等に該当しない最大個数に係る本新株予約権を除く。

③ 当社は、割当先による本新株予約権の行使が上限議決権数超過行使等に該当する場合、本新株予約権の要項の定

めにかかわらず、割当先に対して、本新株予約権の要項に従った当社普通株式の交付を行う義務を負わない。ただ

し、割当先により複数個の本新株予約権の行使がなされ、当該複数個の一部の行使であれば上限議決権数超過行

使等に該当しない場合、上限議決権数超過行使等に該当しない最大個数に係る本新株予約権を除く。
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(2) ＜割当先による行使制限措置＞

① 当社は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同施行規則第436条第１項乃至第

５項ならびに株式会社大阪証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第５条第２項及び同取扱い１(２)乃

至(６) の定めに基づき、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業

協会の定める「会員におけるＭＳＣＢ等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新株

予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権

の払込日時点における当社上場株式数の10％を超えることとなる場合の、当該10％を超える部分に係る新株予約

権の行使（以下「制限超過行使」という。）を割当先に行わせない。

② 割当先は、制限超過行使及び上限議決権数超過行使等に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わな

いことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、予め当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使もしく

は上限議決権数超過行使等に該当しないかについて確認を行う。

４ 当社の株券の売買に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決め

当社は、割当先との間で、以下について合意しております。

割当先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式

の売付け等以外の本案件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わない。

５ その他投資者の保護を図るため必要な事項

当社は、割当先との間で、以下について合意しております。

割当先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとす

る。ただし、割当先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。

６ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

金100,176,800円

本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得した場合には、上記金額は減

少します。

７ 新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1）行使価額修正の決定が行われない場合において行使請求を行うときは、新株予約権者は、平成23年９月13日まで

（当日を含む。）に、本新株予約権の要項に定める行使請求手続を完了することとなっております。

(2）行使価額修正の決定が行われた場合において、修正後行使価額が適用される前の行使価額（以下「修正前行使価

額」という。）に基づき行使請求を行うときは、新株予約権者は、修正開始日の前銀行営業日まで（当日を含む。）

に行使請求手続を完了することとなっております。

(3）行使価額修正の決定が行われた場合において、修正後行使価額に基づき行使請求を行うときは、新株予約権者は、包

括行使請求書提出期間内に行使請求書を提出することにより、各本新株予約権につき、別記「新株予約権の行使の

条件」欄第２項第(1)号に記載する条件が成就した場合に効力を生じる行使請求として、出資金額を本新株予約権

１個あたりの行使に際して出資される財産の価額とし、権利行使最終期日において有効な交付株式数を本新株予約

権１個あたりの交付株式数として株式の交付を受けることを意図する行使請求（以下「包括行使請求」という。）

の手続きを、本新株予約権の要項の定めに従い、権利行使最終期日を行使日として行い、かつ出資金総額の払込を行

うこととなっております。

(4）(3)に従い出資金総額が払い込まれた本新株予約権については、新株予約権者は、当該本新株予約権に係る包括行使

請求の行使日を待たずに、個別行使可能期間内において、いつでも、個別行使請求（以下に定義する。）を行うこと

ができます。ここで「個別行使請求」とは、当該各本新株予約権について、出資金額を本新株予約権１個あたりの行

使に際して出資される財産の価額とし、各個別行使請求の時点において有効な交付株式数を本新株予約権１個あた

りの交付株式数として株式の交付を受けることを意図する行使請求をいい、個別行使請求の効力は、本新株予約権

の要項に定める行使請求手続が完了したときに生じることとなります。この場合、効力を生じた個別行使請求に対

応する本新株予約権に係る包括行使請求は、別記「新株予約権の行使の条件」欄第２項第(1)号に記載する包括行

使請求に付された条件の不成就の確定により効力が発生しないこととなります。
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８ 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1）当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後２か月を超えない日に定められるものとす

る。）を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得します。当社が本

新株予約権の一部を取得する場合、抽選により、取得する本新株予約権を決定します。当社は、本新株予約権を取得

するのと引換えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交付し

ます。当社は、取得した本新株予約権を消却します。

(2）当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以下「組織再編行為」という。）

につき当社株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合、当該組織再編行為の効

力発生日以前に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予

約権１個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得します。当社は、取得した本新株予

約権を消却します。

(3）当社は、当社が本新株予約権の発行後平成23年９月13日まで（当日を含む。）の間に行使価額修正の決定を行わな

い場合、平成23年９月13日の翌銀行営業日に、無償にて残存する本新株予約権の全部を取得します。当社は、取得し

た本新株予約権を消却します。

(4）当社は、本新株予約権の発行後、５連続取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の毎日の終値が下限行使価額を下回った場合、当該５連続取引日の最終日の翌銀行営業

日に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権１個あ

たり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得します。当社は、取得した本新株予約権を消却

します。

(5）(1)、(2)又は(4)により本新株予約権を取得する場合において、包括行使請求に基づく出資金額が払い込まれていた

ときは、当社は新株予約権者に対し、当該取得事由発生後遅滞なく、取得される本新株予約権の個数に出資金額を乗

じた金額を包括行使請求に基づく出資金額の返還として支払います。

９ 新株予約権行使の効力発生時期等

(1）本新株予約権の行使請求の効力は、本新株予約権の要項に定める行使請求書が行使請求受付場所に到達し、かつ出

資金総額が指定口座に入金された場合において、本新株予約権を行使する日として当該行使請求書に記載された日

（当該行使請求書が行使請求受付場所に到達した日又は本新株予約権の行使に際して出資される出資金の指定口

座への入金が行われた日のいずれかが、かかる行使請求書に記載された日の翌日以降である場合を除く。）に発生

します。ただし、包括行使請求に基づく行使の効力は、本新株予約権の要項に定める行使請求書が行使請求受付場所

に到達し、かつ出資金総額が指定口座に入金されることに加え、権利行使最終期日の前銀行営業日までに、個別行使

請求がなされず、別記「新株予約権の行使の条件」欄第４項第(1)号に記載するいずれの事由も発生せず、(注)８

(1)、(2)又は(4)に記載するいずれの取得も行われず、かつ本新株予約権が消滅していない場合に権利行使最終期日

において生じることとなります。

(2）当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の４銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自己株式の

当社名義からの振替によって株式を交付します。

10 単元株式数の定めの廃止等に伴う取扱い

当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本新株予約権の要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合

には、当社は必要な措置を講じます。

 

※ なお、本新株予約権は、平成22年4月14日から同年4月26日までに、すべてについて権利行使がありました。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年2月1日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成16年4月１日～
平成17年3月31日　(注)1

5,058 74,058 500 5,782 499 954

(注) １　平成16年10月中の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使によるものであります。

２　平成22年4月14日から平成22年4月26日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が7,407,400株、資

本金及び資本準備金がそれぞれ500百万円増加しております。
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(6) 【所有者別状況】
平成22年3月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 34 44 146 46 3 8,3168,589 ―

所有株式数
(単元)

― 13,7723,0487,3411,877 33 47,28173,352706,168

所有株式数
の割合(％)

― 18.8 4.2 10.0 2.6 0.0 64.4 100.0 ―

(注) １　自己株式2,346,499株は、「個人その他」に2,346単元、「単元未満株式の状況」に499株含まれております。なお、自己

株式2,346,499株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は2,345,499株であります。

２　「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。

 

(7) 【大株主の状況】

平成22年3月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ＯＫＫ取引先持株会
兵庫県伊丹市北伊丹8丁目10－1
　大阪機工株式会社気付

4,369 5.89

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町2丁目2－1 1,695 2.28

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11－3 1,691 2.28

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8－11 1,607 2.16

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1丁目9－1 1,283 1.73

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川2丁目27－2 1,275 1.72

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 1,062 1.43

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7－3 1,000 1.35

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前3丁目1-1 962 1.29

大阪機工従業員持株会 兵庫県伊丹市北伊丹8丁目10－1 830 1.12

計 ― 15,774 21.30

上記のほか、当社が実質的に所有する自己株式2,345千株(3.17％)があります。

EDINET提出書類

大阪機工株式会社(E01516)

有価証券報告書

 27/104



(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年3月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 2,345,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 71,007,000 71,007 ―

単元未満株式 普通株式 706,168 ― ―

発行済株式総数  74,058,168 ― ―

総株主の議決権 ― 71,007 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が20,000株(議決権20個)含まれてお

ります。

２　「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式499株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成22年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
大阪機工株式会社

兵庫県伊丹市北伊丹8丁目
10－1

2,345,000 ― 2,345,000 3.2

計 ― 2,345,000 ― 2,345,000 3.2

(注)　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。なお、当該株

式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含めております。

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
 

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 12,668 1,085

当期間における取得自己株式 2,887 363

(注)　当期間における取得自己株式数には、平成22年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株

式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(単元未満株式の売渡請求に
よる売渡し)

2,638 236 ― ―

     

保有自己株式数 2,345,499― 2,348,386―

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成22年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡

しによる株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

株主に対する利益還元は経営の最重要政策のひとつとして位置づけており、安定した業績をあげ継続的に配当

を行うことを基本としつつ、企業体質の強化や事業展開等を考慮した上で業績に対応した配当を行うこととして

おります。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間

配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度につきましては、多額の損失計上の止むなきに至りましたので無配となりました。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第148期 第149期 第150期 第151期 第152期

決算年月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月

最高(円) 504 491 571 254 116

最低(円) 180 338 173 66 58

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成21年10月 11月 12月 平成22年1月 2月 3月

最高(円) 83 74 74 89 78 102

最低(円) 74 58 62 69 67 72

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 土　井　隆　雄 昭和18年６月３日生

昭和41年４月当社入社

(注)2 86

平成５年８月 生産本部製造部長

 同 ７年６月 取締役

 同 12年６月常務取締役

 同 14年４月専務取締役

 同 15年６月代表取締役社長(現)

取締役
専務執行役員

 井　関　博　文 昭和22年９月30日生

平成14年６月
㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)

監査役

(注)2 14 同 18年６月当社常勤監査役

 同 22年６月取締役専務執行役員(現)

取締役
常務執行役員

営業本部
副本部長

久　志　善　孝 昭和25年７月２日生

昭和48年５月当社入社

(注)2 29

平成７年７月 技術本部電気設計部長

 同 17年６月取締役

 同 19年１月常務取締役

 同 20年６月取締役常務執行役員(現)

 同 21年８月営業本部副本部長(現)

取締役
常務執行役員

営業本部長
兼技術担当

沖　本　行　信 昭和24年７月19日生

昭和49年４月当社入社

(注)2 61

平成17年４月生産本部製造部長

 同 18年６月取締役

 同 19年６月常務取締役

 同 20年６月取締役常務執行役員(現)

 同 22年４月営業本部長兼技術担当(現)

取締役
常務執行役員

管理本部長
兼生産担当

野　村　泰　助 昭和22年９月27日生

昭和46年４月当社入社

(注)2 23

平成10年４月生産本部物流部長

 同 16年６月常勤監査役

 同 19年６月㈱オーケイケイ・シムテック

 代表取締役社長

 同 21年４月当社顧問　管理本部副本部長

 同 21年６月取締役常務執行役員(現)

 同 22年６月管理本部長兼生産担当(現)

取締役
執行役員

技術本部長 椙　尾　茂　樹 昭和28年３月17日生

昭和50年４月当社入社

(注)2 17

平成16年10月技術本部技術開発部長

 同 19年６月取締役

 技術本部長(現)

 同 20年６月取締役執行役員(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役
執行役員

生産本部長
兼製造部長

中　屋　愼　二 昭和32年11月12日生

昭和57年４月当社入社

(注)2 11

平成20年７月生産本部製造部長(現)

 同 21年７月執行役員生産本部副本部長

 同 22年６月取締役執行役員(現)

 生産本部長(現)

常勤監査役  筑　田　憲　二 昭和22年９月10日生

昭和46年４月当社入社

(注)3 34

平成13年９月経理部長

 同 19年６月取締役

 同 20年６月取締役執行役員

 同 22年６月当社常勤監査役(現)

監査役  檜　垣　誠　次 昭和25年４月30日生

昭和56年４月弁護士登録

(注)3 ― 同 61年４月
鎌倉・檜垣法律事務所パートナー

(現)

平成18年６月当社監査役(現)

監査役  島　本　幸　夫 昭和21年２月16日生

平成10年７月大阪国税局査察部統括国税査察官

(注)3 ―

平成14年７月
国税庁長官官房大阪派遣主任国税

庁査察官

平成16年７月奈良税務署長

平成17年８月税理士登録

 島本幸夫税理士事務所開設(現)

 同 22年６月当社監査役(現)

計 275

(注) １　監査役檜垣誠次及び島本幸夫は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

２　平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任

しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

西　野　弘　一 昭和34年２月１日生
平成５年４月 弁護士登録

(注) ―
 同 13年５月田淵・西野法律事務所(現)

　　　　　 (注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

EDINET提出書類

大阪機工株式会社(E01516)

有価証券報告書

 32/104



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、企業価値の継続的な増大に向けて透明性の高いより効率的な経営を目指しており、取締役会・経

営会議・監査役会といった経営システムにより、必要な施策を実施していくことが、コーポレート・ガバナ

ンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけております。

取締役会は７名で構成され、社外取締役はおりません。監査役会は社外監査役２名を含む３名で構成され、

うち１名は常勤監査役であります。

当社は、監査役による監査体制の強化・充実が合理的であると判断し監査役制度を採用し、経営の効率化

の観点から事業に精通した取締役で取締役会を構成しております。また、社外監査役が、当社の重要な意思決

定について専門的かつ独立的な立場から監査を実施しており、経営監視の面において充分機能する体制が

整っていると考え、社外取締役は選任しておりません。

② 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、「企業行動規準」及び「コンプライアンス基本規程」を策定し、役職員が法令及び社会通念等を

遵守した行動をとるための行動規範を定め、役職員の研修等を通じて周知徹底を図っております。さらに、

コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置し、

コンプライアンス体制の維持・管理を行っております。また、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断

するとともに、不当要求に対しては毅然とした態度で対応します。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る文書その他の情報等については、「文書管理規程」に則り、その重要度に応じ

て適正に保存・管理し、取締役及び監査役は、それらの文書及び情報等を必要に応じて閲覧できるものとし

ております。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリーごとの管理部署を定め、社長がリスク管理総括責任者と

なる体制をとっております。また、各業務に係わる種々のリスク（コンプライアンス、環境、災害、情報セ

キュリティ及び輸出管理等）については、それぞれのリスク管理部署において「リスク管理規程」にした

がって適切に管理しております。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を原則月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の管理・監督を行い、透明性

の高い経営に努めております。

取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、取締役及び執行役員をメンバーとする経営会

議を原則月２回開催し、取締役会から委嘱を受けた事項、その他経営全般に関する重要事項について、細部

に亘って審議しております。

業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標

を設定しております。各部門においては、その目標達成に向けて具体策を立案し、実行しております。

(e) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループ全体のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス及び財務報告の適正性を確保するため、グ

ループ間の連携を密にし、管理体制の強化を図っております。

グループ会社の経営管理については、「子会社管理規程」に従い管理・運営しております。
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(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び

当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて、内部監査室所属の職員に監査業

務に必要な事項を依頼することができるものとしております。また、監査役より監査業務に必要な命令を受

けた職員は、取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとしております。

(g) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

監査役は、重要な会議に出席、あるいは業務の運営状況について適宜報告を受けることとしております。

取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループ会社に重大な影響を及

ぼす事項等を速やかに報告することとしております。

(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会は、代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとしており

ます。また、グループ各社の監査役及び内部監査室との連携も図ることとしております。　

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額で

あります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、

善意かつ重大な過失がない場合に限られます。

④ 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室(２名)が中心となり、監査役(３名)や会計監査人と連携を

図りながら、より全社的な検証を行っております。

監査役監査につきましては、会計監査人と年間監査計画策定及び監査結果報告会等を通じて情報交換を行

い、相互の連携を高めております。

監査役には、財務・経理部門での長年の実務経験により財務及び会計に関する相当程度の知見を有するも

の、企業法務の実務に長年携わってきた弁護士、税理士として高い見識を有しているものが、それぞれ専門的

な立場から監査を実施しております。

⑤ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに会社との関係

当社は、社外取締役を選任しておりません。また、社外監査役は２名で、当社と特別の利害関係はありませ

ん。
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⑥ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別内訳(百万円) 対象となる
役員の員数
(名)基本報酬 賞与

取締役(社外取締役を除く。) 54 54 ― 7

監査役(社外監査役を除く。) 9 9 ― 1

社外役員 13 13 ― 2

計 77 77 ― 10

 (注) １ 報酬等には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。

２ 役員の報酬については、株主総会で決議された取締役全員及び監査役全員の一事業年度当たりの報酬の限度額の範

囲内で、取締役各人ごとの報酬の額については取締役会の決議により、監査役各人ごとの報酬の額については監査役

会の協議により決定しております。なお、平成20年6月27日開催の定時株主総会において、取締役の報酬等の額を一事

業年度当たり2億円以内、監査役の報酬等の額を一事業年度当たり5,000万円以内と決議しております。

なお、役員の報酬等の額は、取締役としての役位及び担当業務の内容、常勤・非常勤の別、会社の業績等を総合的に勘

案し決定しております。

３ 平成20年5月15日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、平成20年6月27日開催の定時株主総

会において、取締役及び監査役の退任時に平成20年6月27日までの在任期間を対象とした退職金を打ち切り支給する

ことを決議しております。

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

役員ごとの連結報酬の総額は、連結報酬等の総額が１億円以上の役員がおりませんので、記載を省略しております。

⑦ 提出会社の株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 29銘柄

貸借対照表計上額の合計額 1,106百万円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金

額の100分の1を超える銘柄

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

㈱西日本シティ銀行  1,175,000 324取引円滑化のため

三菱電機㈱  200,000 171同上

㈱りそなホールディングス  120,000 141同上

三井住友海上グループホールディングス㈱ 27,982 72同上

㈱ケー・エフ・シー  99,000 57その他経営安定化のため

新日本理化㈱ （注） 451,300 50同上

津田駒工業㈱ （注） 237,000 40取引円滑化のため

中外炉工業㈱ （注） 136,000 37その他経営安定化のため

シキボウ㈱ （注） 260,000 35同上

日本基礎技術㈱ （注） 168,700 35同上

（注）貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、上位10銘柄について記載しております。
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ハ 保有目的が純投資目的である投資株式

 

前事業年度 当事業年度

貸借対照表
計上額の合計額
 (百万円)

貸借対照表
計上額の合計額
(百万円)

受取配当金
の合計額
(百万円)

売却損益
の合計額
(百万円)

評価損益
の合計額
(百万円)

非上場株式 ― ― ― ― ―

非上場株式以外の株式 ― 1,335 19 ― 611

⑧ 会計監査の状況

会計監査人には正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査を受けております。当社と同監査法人又

は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

　　指定有限責任社員　業務執行社員：中川一之、廣田壽俊

　　所属する監査法人名：新日本有限責任監査法人

　　(注)継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

監査業務に係る補助者の構成：公認会計士４名、その他10名

(注)その他は、会計士補、公認会計士試験合格者及びシステム監査担当者等であります。

⑨ 取締役の定数及び選任の決議要件

取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任は、議決権を行使することができ

る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行

う旨、また、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項及びその理由

(a) 自己株式の取得

会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得する

ことができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に応じて財政政策等の経営諸施策を機動

的に遂行することを可能とするものであります。

(b) 中間配当

毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金と

して剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に応じて株主へ

の利益還元を機動的に遂行することを可能とするものであります。

⑪ 会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の

２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和すること

により、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 33 ― 29 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 33 ― 29 ―

 

② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

当社の連結子会社であるOKK USA CORPORATIONは、当社の監査法人と同一のネットワークに属している

Ernst & Youngに対して、監査証明業務に基づく報酬として8百万円、非監査業務に基づく報酬として3百万

円支払っております。

当連結会計年度

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当

連結会計年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成20年4月1日から平成21年3月31

日まで)及び前事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)並びに当連結会計年度(平成21年4月1日から

平成22年3月31日まで)及び当事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表

について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等の行う

研修への参加や会計専門誌の定期購読等を行っております。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,629 ※4
 4,842

受取手形及び売掛金 5,018 3,402

商品及び製品 5,459 ※4
 3,558

仕掛品 4,592 3,564

原材料及び貯蔵品 51 44

繰延税金資産 44 62

その他 975 274

貸倒引当金 △26 △64

流動資産合計 19,745 15,684

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※4
 3,510

※4
 3,955

機械装置及び運搬具（純額） ※4
 1,329

※4
 1,086

土地 ※3, ※4
 15,426

※3, ※4
 15,422

リース資産（純額） 1,041 782

建設仮勘定 797 －

その他（純額） 306 191

有形固定資産合計 ※1
 22,411

※1
 21,438

無形固定資産

ソフトウエア 106 94

リース資産 63 50

その他 28 27

無形固定資産合計 198 172

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 2,078

※2
 2,681

長期貸付金 37 88

繰延税金資産 5 20

その他 ※2
 284

※2
 270

貸倒引当金 △35 △26

投資その他の資産合計 2,370 3,035

固定資産合計 24,979 24,646

資産合計 44,725 40,331
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,272 2,093

短期借入金 ※4
 5,222

※4
 5,677

リース債務 285 262

未払法人税等 18 28

繰延税金負債 3 2

賞与引当金 231 54

製品保証引当金 75 27

その他 1,159 809

流動負債合計 11,269 8,955

固定負債

社債 － 100

長期借入金 ※4
 2,761

※4
 5,767

リース債務 828 577

繰延税金負債 7 222

再評価に係る繰延税金負債 ※3
 6,007

※3
 6,007

退職給付引当金 3,113 2,400

役員退職慰労引当金 58 －

その他 62 134

固定負債合計 12,838 15,208

負債合計 24,107 24,163

純資産の部

株主資本

資本金 5,782 5,782

資本剰余金 954 954

利益剰余金 6,250 1,329

自己株式 △524 △524

株主資本合計 12,463 7,542

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 26 542

繰延ヘッジ損益 △3 －

土地再評価差額金 ※3
 8,278

※3
 8,278

為替換算調整勘定 △169 △211

評価・換算差額等合計 8,132 8,609

新株予約権 － 1

少数株主持分 22 13

純資産合計 20,618 16,167

負債純資産合計 44,725 40,331
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②【連結損益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高 26,631 10,188

売上原価 ※1, ※3
 20,490

※1, ※3
 11,038

売上総利益又は売上総損失（△） 6,141 △850

販売費及び一般管理費

販売費 4,256 2,325

一般管理費 ※3
 1,146

※3
 1,020

販売費及び一般管理費合計 ※2
 5,403

※2
 3,346

営業利益又は営業損失（△） 737 △4,196

営業外収益

受取利息 12 20

受取配当金 51 35

為替差益 32 －

その他 11 11

営業外収益合計 107 68

営業外費用

支払利息 109 173

資金調達費用 － 109

為替差損 － 56

租税公課 29 12

その他 42 46

営業外費用合計 181 397

経常利益又は経常損失（△） 663 △4,525

特別損失

特別退職金 － ※5
 483

投資有価証券評価損 90 26

有形固定資産処分損 ※4
 117

※4
 1

事務所移転費用 86 －

たな卸資産評価損 ※1
 11 －

特別損失合計 305 512

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

357 △5,038

法人税、住民税及び事業税 52 22

法人税等還付税額 △30 △92

法人税等調整額 734 △39

法人税等合計 757 △109

少数株主損失（△） △1 △7

当期純損失（△） △398 △4,920
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,782 5,782

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,782 5,782

資本剰余金

前期末残高 955 954

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 954 954

利益剰余金

前期末残高 7,121 6,250

当期変動額

剰余金の配当 △471 －

当期純損失（△） △398 △4,920

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △870 △4,920

当期末残高 6,250 1,329

自己株式

前期末残高 △227 △524

当期変動額

自己株式の取得 △299 △1

自己株式の処分 2 0

当期変動額合計 △296 △0

当期末残高 △524 △524

株主資本合計

前期末残高 13,631 12,463

当期変動額

剰余金の配当 △471 －

当期純損失（△） △398 △4,920

自己株式の取得 △299 △1

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △1,168 △4,921

当期末残高 12,463 7,542

EDINET提出書類

大阪機工株式会社(E01516)

有価証券報告書

 42/104



(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 556 26

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△530 515

当期変動額合計 △530 515

当期末残高 26 542

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △10 △3

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

6 3

当期変動額合計 6 3

当期末残高 △3 －

土地再評価差額金

前期末残高 8,278 8,278

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ －

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,278 8,278

為替換算調整勘定

前期末残高 △153 △169

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16 △41

当期変動額合計 △16 △41

当期末残高 △169 △211

評価・換算差額等合計

前期末残高 8,672 8,132

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△539 477

当期変動額合計 △539 477

当期末残高 8,132 8,609

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 1

当期変動額合計 － 1

当期末残高 － 1

少数株主持分

前期末残高 23 22

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △8

当期変動額合計 △1 △8

当期末残高 22 13
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

純資産合計

前期末残高 22,327 20,618

当期変動額

剰余金の配当 △471 －

当期純損失（△） △398 △4,920

自己株式の取得 △299 △1

自己株式の処分 1 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △541 470

当期変動額合計 △1,709 △4,450

当期末残高 20,618 16,167
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

357 △5,038

減価償却費 1,163 1,158

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 29

賞与引当金の増減額（△は減少） △208 △177

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △46 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △55 △712

受取利息及び受取配当金 △63 △56

支払利息 109 173

有形固定資産処分損益（△は益） 117 1

投資有価証券評価損益（△は益） 90 26

売上債権の増減額（△は増加） 5,755 1,577

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,610 2,823

仕入債務の増減額（△は減少） △4,160 △2,144

その他 △641 465

小計 831 △1,871

利息及び配当金の受取額 62 56

利息の支払額 △126 △170

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △951 526

営業活動によるキャッシュ・フロー △182 △1,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △50 －

定期預金の払戻による収入 50 －

有形固定資産の取得による支出 △2,583 △570

有形固定資産の売却による収入 △62 2

有形固定資産の除却による支出 △100 △35

無形固定資産の取得による支出 △70 △26

投資有価証券の取得による支出 △20 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 102

貸付けによる支出 △22 △63

貸付金の回収による収入 27 11

その他 2 25

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,829 △554

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,389 671

長期借入れによる収入 2,570 4,400

長期借入金の返済による支出 △1,253 △1,611

社債の発行による収入 － 97

自己株式の取得による支出 △299 △1

配当金の支払額 △468 △3

リース債務の返済による支出 △276 △285

その他 △15 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,645 3,249

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,367 1,223

現金及び現金同等物の期首残高 4,947 3,579

現金及び現金同等物の期末残高 3,579 4,802
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

 

前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

１　連結の範囲に関する事項

　(1) 連結子会社の数4社

　　　　連結子会社名は、「第1企業の概況 4関係会社の状

況」に記載しているため省略しております。

１　連結の範囲に関する事項

　(1) 連結子会社の数4社

　　同左

　(2) 非連結子会社の名称

　　　　ＯＫＫ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ

　　　　大阪机工(上海)商貿有限公司

　　　　THAI OKK MACHINERY CO., LTD.

　(2) 非連結子会社の名称

　　同左

 

　(連結の範囲から除いた理由)

　　非連結子会社3社はいずれも小規模であり、合計の総資

産・売上高・当期純損益及び利益剰余金等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためで

あります。

　(連結の範囲から除いた理由)

　　同左

　(3) 開示対象特別目的会社

　　　　該当事項はありません。

　(3) 開示対象特別目的会社

　　同左

２　持分法の適用に関する事項

　　　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名

称

　(1) 非連結子会社の名称

　　　　ＯＫＫ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ

　　　　大阪机工(上海)商貿有限公司

　　　　THAI OKK MACHINERY CO., LTD.

２　持分法の適用に関する事項

　　　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名

称

　(1) 非連結子会社の名称

　　同左

 

　(2) 関連会社の名称

　　　　天津ＯＫＫ機械有限公司

　(2) 関連会社の名称

　　同左

　(持分法を適用しない理由)

　　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適用範囲から除外してお

ります。

　(持分法を適用しない理由)

　　同左

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　　　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しておりま

す。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　　同左

４　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　　①有価証券

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　　　　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)

４　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　　①有価証券

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　　　　同左

　　　　時価のないもの

　　　　　移動平均法に基づく原価法

　　　　時価のないもの

　　　　同左

　　②デリバティブ取引により生じる債権及び債務

　　　時価法

　　②デリバティブ取引により生じる債権及び債務

　　　同左
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 前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

　　③たな卸資産

　　　　評価基準は、原価法(収益性の低下による簿価切下げ

の方法)によっております。

　　　ａ商品及び製品・仕掛品

　　　　製品・仕掛品は主として個別法

　　　　半製品は主として総平均法

　　　ｂ原材料及び貯蔵品

　　　　主として総平均法

　　③たな卸資産

　　　　評価基準は、原価法(収益性の低下による簿価切下げ

の方法)によっております。

　　　ａ商品及び製品・仕掛品

　　　　同左

 

　　　ｂ原材料及び貯蔵品

　　　　同左

　　(会計方針の変更)

　　 　当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会

計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日 公

表分)を適用しております。

　　 　この結果、従来の方法に比べて営業利益が55百万円、

経常利益が28百万円、税金等調整前当期純利益が39

百万円減少しております。

　　 　なお、セグメント情報に与える影響については、当該

箇所に記載しております。

―――

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　①有形固定資産(リース資産を除く)[国内法人のみ]

　　　　建物は定額法、建物以外については定率法によって

おります。

　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　建物及び構築物　　　 15～50年

　　　機械装置及び運搬具　　4～ 9年

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　①有形固定資産(リース資産を除く)[国内法人のみ]

　　　　建物は定額法、建物以外については定率法によって

おります。

　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　建物及び構築物　　　 15～47年

　　　機械装置及び運搬具　　4～ 9年

　　(追加情報)

　　 　平成20年度の法人税法の改正を契機に耐用年数の見

直しを行い、当連結会計年度から平成20年3月31日

以前に取得したものも含めて、耐用年数を変更して

おります。

　　 　この結果、従来の方法に比べて営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益が、それぞれ19百万円減

少しております。

　　 　なお、セグメント情報に与える影響については、当該

箇所に記載しております。

―――

　　②無形固定資産(リース資産を除く)[国内法人のみ]

　　　　定額法によっております。

　　　　なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

　　　　ただし、自社利用のソフトウエアについては、自社利

用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

　　②無形固定資産(リース資産を除く)[国内法人のみ]

　　　同左

EDINET提出書類

大阪機工株式会社(E01516)

有価証券報告書

 47/104



 前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

　　③リース資産[国内法人のみ]

　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法によっております。

　　③リース資産[国内法人のみ]

　　　同左

　　(会計方針の変更)

　　 　所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、当連結会計年度から、

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第

13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、

平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16

号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度

委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

　　 　また、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、期

首に前連結会計年度末における未経過リース料期

末残高相当額を取得価額として取得したものとし

てリース資産を計上する方法によっております。

　　 　なお、この変更による損益に与える影響はありませ

ん。

―――

――― 　(3) 繰延資産の処理方法

　　社債発行費等

　　　支出時に全額費用として処理しております。

　(3) 重要な引当金の計上基準

　　①貸倒引当金

　　　　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

　(4) 重要な引当金の計上基準

　　①貸倒引当金

　　　同左

　　②賞与引当金

　　　　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額(うち

当連結会計年度に帰属する額)を計上しておりま

す。

　　②賞与引当金

　　　同左

　　③役員賞与引当金[国内法人のみ]

　　　　役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上

しております。

　　　　なお、当連結会計年度において、役員賞与引当金の計

上はありません。

　　③役員賞与引当金[国内法人のみ]

　　　同左

　　④製品保証引当金

　　　　工作機械、水道メーター、ドアフレームのアフター

サービス費等に備えるため、売上高を基準として、

過去の経験率により算定した額を計上しておりま

す。

　　④製品保証引当金

　　　同左
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 前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

　　⑤退職給付引当金

　　　　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

　　　　会計基準変更時差異については、15年による按分額

を費用処理しております。

　　　　数理計算上の差異については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による

按分額を翌連結会計年度より費用処理しておりま

す。

　　⑤退職給付引当金

　　　同左

 　　(会計方針の変更)

　 　　当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20

年7月31日）を適用しております。

　 　　なお、これによる損益に与える影響はありません。

　　⑥役員退職慰労引当金

　　　　役員の退職金の支給に充てるため、連結子会社3社

は、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上

しております。

―――

　　(追加情報)

　　 　役員の退職金の支給に充てるため、提出会社は、内規

に基づく要支給額を役員退職慰労引当金に計上し

ておりましたが、平成20年5月15日開催の取締役会

において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、平成

20年6月27日開催の定時株主総会において、取締役、

監査役の退任時に平成20年6月27日までの在任期間

を対象とした退職金を打ち切り支給することを決

議しました。

　　 　これに伴い、平成20年6月27日までの期間に対応する

役員退職慰労金相当額55百万円を固定負債の「そ

の他」に含めて計上しております。

　　(追加情報)

　　 　役員の退職金の支給に充てるため、連結子会社3社

は、内規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金に

計上しておりましたが、各社の取締役会において、

退職慰労金制度の廃止を決議し、各社の定時株主総

会において、取締役、監査役の退任時に各社の定時

株主総会までの在任期間を対象とした退職金を打

ち切り支給することを決議しました。

　　 　これに伴い、各社の定時株主総会までの期間に対応

する役員退職慰労金相当額52百万円のうち、36百万

円を流動負債の「その他」、16百万円を固定負債の

「その他」に含めて計上しております。

　(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準

　　　　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

　　　　なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は連結

決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含

めております。

　(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準

　　　同左

　(5) 重要なヘッジ会計の方法

　　①ヘッジ会計の方法

　　　　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、

振当処理の要件を満たしている為替予約について

は振当処理に、特例処理の要件を満たしている金

利スワップ取引については特例処理によっており

ます。

　(6) 重要なヘッジ会計の方法

　　①ヘッジ会計の方法

　　　同左
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 前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

　　②ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとおりであります。

　　　ａヘッジ手段…為替予約

　　　　ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権

　　②ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとおりであります。

　　　ａ同左

　　　ｂヘッジ手段…金利スワップ

　　　　ヘッジ対象…借入金利息

　　　ｂ同左

　　③ヘッジ方針

　　　　輸出取引に係る為替変動のリスクに備えるためのみ

に、輸出実績を踏まえながらその残高の範囲内で

為替予約取引を行っております。また、借入金の調

達金利を固定化し変動リスクを回避するため金利

スワップ取引を行っております。

　　③ヘッジ方針

　　　同左

　　④ヘッジ有効性評価の方法

　　　　ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額

の累計額を比較して、有効性を判定することにし

ております。ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略しており

ます。

　　④ヘッジ有効性評価の方法

　　　同左

　(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　　　消費税等の会計処理

　　　　税抜方式によっております。

　(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　　　消費税等の会計処理

　　　　同左

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　同左

――― ６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　　　のれん及び負ののれんの償却については５年間で均

等償却しておりますが、金額が僅少の場合は発生時

に一括償却しております。

６　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から3ケ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなります。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　同左

 

EDINET提出書類

大阪機工株式会社(E01516)

有価証券報告書

 50/104



【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

 

前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）

　当連結会計年度から「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報

告第18号 平成18年5月17日)を適用しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

―――

 

【表示方法の変更】

 

前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

（連結貸借対照表）

　財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20年

8月7日 内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前連

結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されて

いたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ4,136百万円、4,313百万円、45百万円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「自己株式の取

得による支出」(前連結会計年度167百万円)は、重要性が

増したため、当連結会計年度においては区分掲記するこ

とに変更しました。

―――

 

【追加情報】

 

前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

――― （金融商品関係）

　当連結会計年度から「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

（賃貸等不動産関係）

　当連結会計年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に

関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月

28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成

20年11月28日）を適用しております。
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【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

 

 
前連結会計年度
(平成21年3月31日)

当連結会計年度
(平成22年3月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 18,700百万円 有形固定資産の減価償却累計額 19,912百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に係る注記

　各科目に含まれております非連結子会社及び関連

会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 116百万円

投資その他の資産のその他(出資金) 121  

非連結子会社及び関連会社に係る注記

　各科目に含まれております非連結子会社及び関連

会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 116百万円

投資その他の資産のその他(出資金) 121  

※３ 　土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除

した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

　土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除

した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

 ・再評価の方法　土地の再評価に関する法律施行令

(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に

定める地価税の計算のために公表された方法によ

り算定した価額に合理的な調整を行って算出して

おります。

・再評価を行った年月日　平成12年3月31日

・再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

 △6,797百万円

・再評価の方法　土地の再評価に関する法律施行令

(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に

定める地価税の計算のために公表された方法によ

り算定した価額に合理的な調整を行って算出して

おります。

・再評価を行った年月日　平成12年3月31日

・再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

 △7,102百万円

※４ 担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

(うち工場財団設定分)

建物及び構築物 2,600百万円

 (2,340)

機械装置及び運搬具 276  

 (136)

土地 14,930 

 (14,930)

計 17,807 

担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

(うち工場財団設定分)

現金及び預金 20百万円

商品及び製品 193 

建物及び構築物 3,125 

 (2,881)

機械装置及び運搬具 233  

 (97)

土地 14,930 

 (14,930)

計 18,503 

 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,350百万円

長期借入金 3,225 

(うち１年以内返済予定額 1,070) 

計 4,575 

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,803百万円

長期借入金 6,421 

(うち１年以内返済予定額 989) 

計 8,224 

　５ 受取手形割引高 10百万円 受取手形割引高 46百万円

　６ 　提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締

結しております。

　当連結会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 2,000百万円

借入実行残高 ―  

差引額 2,000 

―――
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(連結損益計算書関係)

 

 
前連結会計年度

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

※１ 　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 55百万円

特別損失 11 

　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 363百万円

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目の内訳

給料・手当・賞与 1,672百万円

運送費 1,293 

研究開発費 225 

減価償却費 139 

貸倒引当金繰入額 26 

製品保証引当金繰入額 75 

賞与引当金繰入額 79 

退職給付費用 232 

役員退職金引当金繰入額 16 

販売費及び一般管理費の主要な費目の内訳

給料・手当・賞与 1,222百万円

運送費 310 

研究開発費 195 

減価償却費 142 

貸倒引当金繰入額 38 

製品保証引当金繰入額 27 

賞与引当金繰入額 19 

退職給付費用 231 

役員退職金引当金繰入額 2 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 314百万円

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 268百万円

※４ 　有形固定資産処分損の主なものは、建物及び構築物

106百万円、機械装置及び運搬具9百万円であります。

　有形固定資産処分損の主なものは、建物及び構築物

0百万円であります。

※５ ――― 　早期退職者優遇制度の実施に伴う割増退職金等及

び「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）を適用し、退職給

付制度の一部終了に準ずる処理を行ったことによる

退職給付費用であります。

 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）

１　発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式     

　普通株式(株) 74,058,168 ― ― 74,058,168

自己株式     

　普通株式(株) 1,008,119 1,339,154 11,804 2,335,469

(注)　自己株式の増加のうち、1,300,000株は取締役会決議による取得であり、そのほかは全て単元未満株式の買取りによるも

のであります。減少については、全て単元未満株式の売渡請求に係る売渡しによるものであります。

 

２　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月27日
定時株主総会

普通株式 292 4 平成20年3月31日平成20年6月30日

平成20年11月5日
取締役会

普通株式 179 2.5平成20年9月30日平成20年12月2日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
 

当連結会計年度（自平成21年4月1日　至平成22年3月31日）

１　発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式     

　普通株式(株) 74,058,168 ― ― 74,058,168

自己株式     

　普通株式(株) 2,335,469 12,668 2,638 2,345,499

(注)　増加は全て単元未満株式の買取りによるものであり、減少は全て単元未満株式の売渡請求に係る売渡しによるものであ

ります。

 

２　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結
会計年度末

提出会社
第1回から第10回
新株予約権

普通株式 ― 7,407 ― 7,407 1

合計 ― 7,407 ― 7,407 1

(注)　目的となる株式の数は、新株予約権が当初行使価格で権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載してお

ります。

 

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,629百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50 

現金及び現金同等物 3,579 

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,842百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △40 

現金及び現金同等物 4,802 
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(リース取引関係)

 

前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

１　ファイナンス・リース取引

(借主側)

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー　

ス資産

１　ファイナンス・リース取引

(借主側)

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー　

ス資産

　(1)リース資産の内容

　　・有形固定資産

　　　　工作機械事業における生産設備(機械装置及び運搬

具)などであります。

　　・無形固定資産

　　　　工作機械事業のコールセンター用ソフトウェアなど

であります。

　(1)リース資産の内容

　　・有形固定資産

　　　　同左

 

　　・無形固定資産

　　　　同左

　(2)リース資産の減価償却の方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定

額法によっております。

　(2)リース資産の減価償却の方法

　　　　同左

 

(金融商品関係)

当連結会計年度(自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日)

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金の一部を銀行等金融機関からの借入などにより調達しており、一時的な余資につい
ては、短期的な預金等安全性の高い金融資産で運用しております。
　通貨関連におけるデリバティブ取引は、輸出実績を踏まえながら外貨建売掛金残高の範囲で行い、また、金
利関連におけるデリバティブ取引は、実質的な調達コストの削減を目的として行い、投機目的のデリバティ
ブ取引は行わないこととしております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクを有しており、また、投資有価証券は、主に業務
上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクを有しております。
　外貨建売掛金は、為替相場の変動リスクを有しておりますが、状況に応じてデリバティブ取引(先物為替予
約取引)を利用してヘッジしております。
　変動金利の借入金は、市場金利の変動リスクを有しておりますが、状況に応じてデリバティブ取引(金利ス
ワップ)を利用してヘッジしております。
　なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等について
は、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
　デリバティブ取引の契約先は、通貨関連及び金利関連とも信用度の高い国内の銀行であるため、契約不履
行によるリスクはないと考えております。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
　提出会社は、営業債権に係る顧客の信用リスクについて、「与信管理規程」に基づき、顧客の信用力に応じ
た与信限度額を設けるとともに、「営業業務管理規程」に基づき、取引先毎に債権の期日及び残高の管理を
行い、リスク低減を図っております。連結子会社についても、提出会社の規程に準じて同様の管理を行って
おります。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
　提出会社は、デリバティブ取引の実行及び管理は、「デリバティブ取引管理規程」に基づき、先物為替予約
取引は経理担当取締役の承認を得て、また、それ以外のデリバティブ取引は稟議決裁を得て、経理部で集中
して行っております。連結子会社については、取引を行う場合、提出会社の経理担当取締役との協議を要す
ることになっております。
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③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
　提出会社は、経理部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リ
スクを管理しております。連結子会社についても、提出会社と同様の管理を行っております。

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデ
リバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示す
ものではありません。

 

２　金融商品の時価等に関する事項

　平成22年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
 

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価
(百万円)

差額
(百万円)

現金及び預金

受取手形及び売掛金

投資有価証券(その他有価証券)

4,842

3,338

2,513

4,842

3,338

2,513

―

―

―

資産計 10,694 10,694 ―

支払手形及び買掛金

短期借入金

長期借入金

2,093

4,408

7,036

2,093

4,408

7,070

―

―

34

負債計 13,537 13,572 34

デリバティブ取引 ― ― ―

(注) １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)資　産

①現金及び預金、並びに②受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

③投資有価証券

時価については、株式は取引所の価格によっております。

(2)負　債

①支払手形及び買掛金、並びに②短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

③長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算

定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金

利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られ

る利率で割り引いて算定する方法によっております。

(3)デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
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２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

 

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式 168

(注)　上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券」には含めて

おりません。

 

３　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 

 
１年以内

(百万円)

１年超

５年以内

(百万円)

５年超

10年以内

(百万円)

10年超

(百万円)

現金及び預金 4,828 ― ― ―

受取手形及び売掛金 3,338 ― ― ―

合計 8,166 ― ― ―

 

４　社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

 

 
１年以内

(百万円)

１年超

２年以内

(百万円)

２年超

３年以内

(百万円)

３年超

４年以内

(百万円)

４年超

５年以内

(百万円)

５年超

(百万円)

社債 ― ― 100 ― ― ―

長期借入金 1,269 1,739 1,499 1,424 965 140

リース債務 262 229 191 111 30 13

その他の有利子負債 ― ― ― ― ― ―

合計 1,531 1,968 1,790 1,535 995 153

 

EDINET提出書類

大阪機工株式会社(E01516)

有価証券報告書

 57/104



(有価証券関係)

前連結会計年度（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの
 

区分

前連結会計年度
(平成21年3月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

   

　株式 961 1,247 285

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

   

　株式 792 546 △246

　債券 102 99 △2

小計 894 645 △249

合計 1,856 1,892 36

(注) １　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において90百万円、株式について減損

処理を行っております。

２　減損処理にあたっては、期末時の下落率が50％以上の銘柄については全て減損処理を行い、期末時の下落率が30％以

上50％未満の銘柄については個別に回復可能性を判定し、回復可能性がないものについて減損処理を行うこととし

ております。

 
２　時価評価されていない主な有価証券

 

区分

前連結会計年度
(平成21年3月31日)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

その他有価証券　非上場株式 69
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当連結会計年度（自平成21年4月1日　至平成22年3月31日）

１　その他有価証券（平成22年3月31日）
 

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

株式 1,974 1,041 933

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 1,974 1,041 933

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

株式 538 701 △163

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 538 701 △163

合計 2,513 1,742 770

(注)　非上場株式（連結貸借対照表計上額168百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 
２　減損処理を行った有価証券

　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について12百万円減損処理を行っております。

　なお、減損処理にあたっては、期末時の下落率が50％以上の銘柄については全て減損処理を行い、期末時の

下落率が30％以上50％未満の銘柄については個別に回復可能性を判定し、回復可能性がないものについて減

損処理を行うこととしております。
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(デリバティブ取引関係)

※デリバティブ取引を行っているのは提出会社のみであり、次の各項に関しては提出会社について記載してお

ります。

前連結会計年度（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）

１　取引の状況に関する事項
 

前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

(1) 取引の内容及び利用目的

　　　通貨関連では、輸出取引に係る為替の変動リスクを回避するため、先物為替予

約取引を行っております。また、金利関連では、長期借入金の調達金利を固定化

させるために金利スワップ取引を行っております。

　　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　(ヘッジ手段とヘッジ対象)

　　　当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のと

おりであります。

　　ａヘッジ手段…為替予約

　　　ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権

　　ｂヘッジ手段…金利スワップ

　　　ヘッジ対象…借入金利息

　　(ヘッジ方針)

　　　輸出取引に係る為替変動のリスクに備えるためのみに、輸出実績を踏まえなが

らその残高の範囲内で為替予約取引を行っております。また、借入金の調達金

利を固定化し変動リスクを回避するため金利スワップ取引を行っております。

　　(ヘッジ有効性評価の方法)

　　　ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して、有効

性を判定することにしております。ただし、特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略しております。

(2) 取引に対する取組方針

　　　通貨関連におけるデリバティブ取引については、輸出実績を踏まえながら外貨

建売掛金残高の範囲で行い、また、金利関連におけるデリバティブ取引につい

ては、実質的な調達コストの削減を目的として行い、投機目的のデリバティブ

取引は行わないこととしております。

(3) 取引に係るリスクの内容

　　　通貨関連におけるデリバティブ取引については、為替相場の変動リスクを有

し、金利関連におけるデリバティブ取引については、市場金利の変動リスクを

有しております。

　　　デリバティブ取引の契約先は、通貨関連及び金利関連とも信用度の高い国内の

銀行であるため、契約不履行によるリスクはないと考えております。

(4) 取引に係るリスク管理体制

　　　デリバティブ取引の実行及び管理は、「デリバティブ取引管理規程」に基づ

き、先物為替予約取引は経理担当取締役の承認を得て、また、それ以外のデリバ

ティブ取引は稟議決裁を得て、経理部で集中して行っております。
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２　取引の時価等に関する事項

金利関連
 

区分 種類

前連結会計年度末
(平成21年3月31日)

契約額等
(百万円)

契約額等
のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取
引以外
の取引

金利スワップ取引     

　受取変動・支払固定 500 － △7 △7

(注) １　時価の算定方法…契約している金融機関から提示された価格によっております。

２　上記における契約額等は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すものではありません。

３　特例処理及びヘッジ会計を適用したものについては、記載対象から除いております。

 

当連結会計年度（自平成21年4月1日　至平成22年3月31日）

１　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

 
２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連
 

ヘッジ会計の

方法
取引の種類 主なヘッジ対象

契約額等

(百万円)

契約額の

うち１年超

(百万円)

時価

(百万円)

金利スワップ

の特例処理

金利スワップ取引

支払固定・受取変動
長期借入金 2,400 1,825 (注)

(注)　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価

は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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(退職給付関係)

 

前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

　　　確定給付型の制度として、適格退職年金制度、総合設

立型の厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設け

ております。

１　採用している退職給付制度の概要

　　　同左

２　退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △4,758百万円

②年金資産 275 

③未積立退職給付債務(①＋②) △4,483 

④会計基準変更時差異の未処理額 1,323 

⑤未認識数理計算上の差異 46 

⑥退職給付引当金(③＋④＋⑤) △3,113 

２　退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △3,522百万円

②年金資産 240 

③未積立退職給付債務(①＋②) △3,282 

④会計基準変更時差異の未処理額 871 

⑤未認識数理計算上の差異 10 

⑥退職給付引当金(③＋④＋⑤) △2,400 

　(注)　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便

法を採用しております。

　(注)　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便

法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項

①勤務費用 306百万円

②利息費用 85 

③期待運用収益 △3 

④会計基準変更時差異の費用処理額 189 

⑤数理計算上の差異の費用処理額 49 

⑥退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤) 627 

　(注)　簡便法を採用しております連結子会社の退職給付

費用は、「①勤務費用」に計上しております。

３　退職給付費用に関する事項

①勤務費用 243百万円

②利息費用 79 

③期待運用収益 △1 

④会計基準変更時差異の費用処理額 515 

⑤数理計算上の差異の費用処理額 40 

⑥その他 167 

⑦退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤
　＋⑥)

 
1,043

 

　(注)１簡便法を採用しております連結子会社の退職給

付費用は、「①勤務費用」に計上しております。

　　　２「⑥その他」は、早期退職者優遇制度実施に伴う割

増退職金の支払額であります。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分の方法 期間定額基準

②割引率 2.0％

③期待運用収益率 3.0％

④数理計算上の差異の処理年数 10年

　 (発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

による按分額を翌連結会計年度より費用処理する方

法)

⑤会計基準変更時差異の処理年数 15年

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分の方法 期間定額基準

②割引率 2.0％

③期待運用収益率 2.0％

④数理計算上の差異の処理年数 10年

　 (発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

による按分額を翌連結会計年度より費用処理する方

法)

⑤会計基準変更時差異の処理年数 15年

 

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

大阪機工株式会社(E01516)

有価証券報告書

 62/104



(税効果会計関係)

 

前連結会計年度
(平成21年3月31日)

当連結会計年度
(平成22年3月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

(繰延税金資産)   

　たな卸資産評価損 82百万円

　賞与引当金 94 

　投資有価証券評価損 579 

　退職給付引当金 1,255 

　繰越欠損金 97 

　その他 110 

繰延税金資産小計 2,221 

評価性引当額 △2,131 

繰延税金資産合計 89 

(繰延税金負債)   

　未収事業税 △30 

　その他 △20 

繰延税金負債合計 △51 

繰延税金資産の純額 38 

(再評価に係る繰延税金資産) 202 

評価性引当額 △202 

再評価に係る繰延税金資産合計 ― 

(再評価に係る繰延税金負債) △6,007 

再評価に係る繰延税金負債の純額 △6,007 
   

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

(繰延税金資産)   

　たな卸資産評価損 107百万円

　賞与引当金 22 

　投資有価証券評価損 492 

　退職給付引当金 970 

　繰越欠損金 2,466 

　その他 94 

繰延税金資産小計 4,153 

評価性引当額 △4,064 

繰延税金資産合計 88 

(繰延税金負債)   

　その他有価証券評価差額金 △227 

　その他 △3 

繰延税金負債合計 △231 

繰延税金負債の純額 △142 

(再評価に係る繰延税金資産) 202 

評価性引当額 △202 

再評価に係る繰延税金資産合計 ― 

(再評価に係る繰延税金負債) △6,007 

再評価に係る繰延税金負債の純額 △6,007 
   

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.63%

(調整)   
　交際費等永久に損金に算入されな　
　い項目 2.34 

　受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 △4.02

 

　住民税均等割 6.25 

　評価性引当額 165.42 

　その他 1.11 
税効果会計適用後の法人税等の負担
率 211.73 
   

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　　当連結会計年度においては、税金等調整前当期純損失

となっておりますので、差異原因の項目別内訳の記

載を省略しております。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自平成20年4月1日　至平成21年3月31日)

 

 
工作機械
(百万円)

水道
メーター
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に
対する売上高

23,695 1,836 1,099 26,631 ― 26,631

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 23,695 1,836 1,099 26,631 ― 26,631

営業費用 22,812 1,839 1,050 25,702 191 25,894

営業利益又は営業損失(△) 882 △2 49 929 (191) 737

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

      

資産 36,470 932 1,265 38,668 6,056 44,725

減価償却費 1,087 47 27 1,161 1 1,163

資本的支出 2,925 6 23 2,955 1 2,957

(注) １　事業区分は、売上集計区分によっております。

２　各事業の主な製品

・工作機械…マシニングセンタ・フライス盤・専用工作機械

・水道メーター…水道メーター各種型式・テレメータ検針システム・配水計測システム・ハンディターミナル

・その他…繊維機械・建築用金物

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(191百万円)の主なものは、提出会社本社の管理部門

の費用の一部であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(6,056百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資金(現金及

び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

５　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項中の会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度から、「棚卸

資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日 公表分)を適用しております。この結果、従来

の方法によった場合に比べ、営業利益は「工作機械」が55百万円減少しております。なお、他のセグメントへの影響

はありません。

　　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項中の追加情報に記載のとおり、平成20年度の法人税法の改正を契機

に耐用年数の見直しを行い、当連結会計年度から平成20年3月31日以前に取得したものも含めて、耐用年数を変更し

ております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益は「工作機械」が13百万円、「その他」が1百万円

それぞれ減少しており、営業損失は「水道メーター」が4百万円増加しております。

 

EDINET提出書類

大阪機工株式会社(E01516)

有価証券報告書

 64/104



当連結会計年度(自平成21年4月1日　至平成22年3月31日)

 

 
工作機械
(百万円)

水道
メーター
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に
対する売上高

7,850 1,672 665 10,188 ― 10,188

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 7,850 1,672 665 10,188 ― 10,188

営業費用 11,721 1,778 757 14,256 127 14,384

営業損失(△) △3,870 △105 △91 △4,068 (127)△4,196

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

      

資産 30,994 850 1,128 32,973 7,357 40,331

減価償却費 1,076 41 38 1,156 2 1,158

資本的支出 173 21 1 196 0 196

(注) １　事業区分は、売上集計区分によっております。

２　各事業の主な製品

・工作機械…マシニングセンタ・フライス盤・専用工作機械

・水道メーター…水道メーター各種型式・テレメータ検針システム・配水計測システム・ハンディターミナル

・その他…繊維機械・建築用金物

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(127百万円)の主なものは、提出会社本社の管理部門

の費用の一部であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(7,357百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資金(現金及

び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自平成20年4月1日　至平成21年3月31日)

 

 
日本
(百万円)

米国
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 21,463 5,168 26,631 ― 26,631

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,970 18 4,988 (4,988) ―

計 26,434 5,186 31,620 (4,988) 26,631

営業費用 25,163 5,220 30,383 (4,489) 25,894

営業利益又は営業損失(△) 1,270 △33 1,237 (499) 737

Ⅱ　資産 38,532 3,660 42,193 2,532 44,725

(注) １　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(191百万円)の主なものは、提出会社本社の管理部門

の費用の一部であります。

２　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(6,056百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資金(現金及

び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

３　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項中の会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度から、「棚卸

資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日 公表分)を適用しております。この結果、従来

の方法によった場合に比べ、営業利益は「日本」が55百万円減少しております。なお、「米国」への影響はありませ

ん。

　　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項中の追加情報に記載のとおり、平成20年度の法人税法の改正を契機

に耐用年数の見直しを行い、当連結会計年度から平成20年3月31日以前に取得したものも含めて、耐用年数を変更し

ております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益は「日本」が19百万円減少しております。なお、

「米国」への影響はありません。

 

当連結会計年度(自平成21年4月1日　至平成22年3月31日)

 

 
日本
(百万円)

米国
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 8,133 2,054 10,188 ― 10,188

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,280 36 1,317 (1,317) ―

計 9,413 2,091 11,505 (1,317) 10,188

営業費用 13,418 2,385 15,803 (1,419) 14,384

営業損失(△) △4,005 △293 △4,298 102 △4,196

Ⅱ　資産 32,742 2,866 35,609 4,721 40,331

(注) １　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(127百万円)の主なものは、提出会社本社の管理部門

の費用の一部であります。

２　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(7,357百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資金(現金及

び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
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【海外売上高】

前連結会計年度(自平成20年4月1日　至平成21年3月31日)

 

 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 5,159 3,217 2,324 10,701

Ⅱ連結売上高(百万円)    26,631

Ⅲ連結売上高に占める
　海外売上高の割合(％)

19.4 12.1 8.7 40.2

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…アメリカ

(2) アジア…中国・タイ・韓国

(3) その他の地域…イタリア・ドイツ・オランダ

３　海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

当連結会計年度(自平成21年4月1日　至平成22年3月31日)

 

 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 2,055 908 586 3,550

Ⅱ連結売上高(百万円)    10,188

Ⅲ連結売上高に占める
　海外売上高の割合(％)

20.2 8.9 5.7 34.8

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…アメリカ

(2) アジア…中国・韓国・タイ

(3) その他の地域…フランス・ドイツ・ロシア

３　海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自平成20年4月1日　至平成21年3月31日)

該当事項はありません。

(追加情報)

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月17日)及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日)を

適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

 

当連結会計年度(自平成21年4月1日　至平成22年3月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

１株当たり純資産額 287.16円１株当たり純資産額 225.23円

１株当たり当期純損失(△) △5.54１株当たり当期純損失(△) △68.61

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がない

ため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を有

している潜在株式がないため、記載しておりません。

 

(注) 算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

項目
前連結会計年度
(平成21年3月31日)

当連結会計年度
(平成22年3月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 20,618 16,167

普通株式に係る純資産額(百万円) 20,595 16,151

差額の内訳(百万円)

　新株予約権

　少数株主持分

 

―

22

 

1

13

普通株式の発行済株式数(株) 74,058,168 74,058,168

普通株式の自己株式数(株) 2,335,469 2,345,499

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 71,722,699 71,712,669

 

２　１株当たり当期純損失(△)

項目
前連結会計年度

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

連結損益計算書上の当期純損失(△)(百万円) △398 △4,920

普通株式に係る当期純損失(△)(百万円) △398 △4,920

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 71,876,172 71,717,909

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

――― 詳細については、「第4 提

出会社の状況　1 (2)新株

予約権等の状況」に記載

のとおりであります。
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(重要な後発事象)
 

前連結会計年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

――― 新株予約権の行使による増資

当連結会計年度終了後、平成22年4月14日から同年4月26

日までに、第1回から第10回の新株予約権のすべて(100

個)について権利行使がありました。当該権利行使の概要

は次のとおりであります。

(1)発行した株式の種類及び数　普通株式7,407,400株

(2)発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　135円

(3)発行総額　　　　　　　　　　　　　1,001百万円

(4)発行総額のうち資本へ組み入れた額　　500百万円

資金の使途は、工作機械関連の設備投資資金、研究開発資

金及び売上拡大に伴う増加運転資金に充当する予定であ

ります。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

㈱オーケイケイ・
シムテック

第１回無担保社債
平成21年
8月25日

― 100
年
1.08

なし
平成24年
8月24日

合計 ― ― ― 100 ― ― ―

(注)　連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

― ― 100 ― ―

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 3,736 4,408 1.5 ―

1年以内に返済予定の長期借入金 1,486 1,269 2.3 ―

1年以内に返済予定のリース債務 285 262 ― ―

長期借入金(1年以内に返済予定の
ものを除く)

2,761 5,767 2.0
　　平成23年4月～
　　平成29年7月

リース債務(1年以内に返済予定の
ものを除く)

828 577 ―
　　平成23年4月～
　　平成28年2月

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 9,097 12,284 ― ―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借

対照表に計上しているため、記載しておりません。

３　長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下の

とおりであります。

 

区分
1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金 1,739 1,499 1,424 965

リース債務 229 191 111 30
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(2) 【その他】

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

 

 
第１四半期

(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

第２四半期
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

第３四半期
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

第４四半期
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 (百万円) 1,553 2,451 2,484 3,698

税金等調整前四半期
純損失(△)

(百万円) △912 △1,403 △1,062 △1,659

四半期純損失(△) (百万円) △922 △1,406 △1,067 △1,523

１株当たり純損失
(△)

(円) △12.87 △19.61 △14.88 △21.25
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,730 3,808

受取手形 ※2
 1,381

※2
 559

売掛金 ※2
 5,256

※2
 4,102

商品及び製品 3,278 ※4
 1,867

仕掛品 3,411 2,654

原材料及び貯蔵品 16 13

前払費用 67 54

未収還付法人税等 456 －

その他 340 95

貸倒引当金 △20 △60

流動資産合計 16,918 13,095

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※4
 2,688

※4
 3,215

構築物（純額） 257 217

機械及び装置（純額） ※4
 1,076

※4
 868

車両運搬具（純額） 9 5

工具、器具及び備品（純額） 259 149

土地 ※3, ※4
 15,052

※3, ※4
 15,052

リース資産（純額） 738 547

建設仮勘定 791 －

有形固定資産合計 ※1
 20,873

※1
 20,056

無形固定資産

ソフトウエア 100 90

リース資産 59 48

電話加入権 15 15

その他 9 8

無形固定資産合計 184 163

投資その他の資産

投資有価証券 1,877 2,442

関係会社株式 669 669

関係会社出資金 121 121

従業員に対する長期貸付金 18 16

関係会社長期貸付金 18 72

破産更生債権等 31 19

長期前払費用 0 18

その他 165 144

貸倒引当金 △35 △26

投資その他の資産合計 2,865 3,477

固定資産合計 23,924 23,697

資産合計 40,842 36,792
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 ※2
 3,181

※2
 1,059

買掛金 ※2
 519

※2
 720

短期借入金 ※4
 4,447

※4
 5,173

リース債務 215 195

未払金 290 96

未払費用 359 283

未払法人税等 17 27

前受金 3 77

預り金 22 30

賞与引当金 161 38

製品保証引当金 57 16

その他 368 －

流動負債合計 9,644 7,719

固定負債

長期借入金 ※4
 2,430

※4
 4,965

リース債務 591 407

繰延税金負債 － 201

再評価に係る繰延税金負債 ※3
 6,007

※3
 6,007

退職給付引当金 2,660 1,978

その他 62 118

固定負債合計 11,751 13,677

負債合計 21,395 21,397

純資産の部

株主資本

資本金 5,782 5,782

資本剰余金

資本準備金 954 954

資本剰余金合計 954 954

利益剰余金

利益準備金 152 152

その他利益剰余金

別途積立金 2,340 2,340

繰越利益剰余金 2,441 △2,098

利益剰余金合計 4,933 393

自己株式 △524 △524

株主資本合計 11,146 6,606

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 24 508

繰延ヘッジ損益 △3 －

土地再評価差額金 ※3
 8,278

※3
 8,278

評価・換算差額等合計 8,300 8,787

新株予約権 － 1

純資産合計 19,446 15,395

負債純資産合計 40,842 36,792
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高 ※6
 25,292

※6
 8,531

売上原価

製品期首たな卸高 900 1,835

当期製品製造原価 19,143 6,922

他勘定受入高 ※1
 1,383

※1
 1,321

合計 21,427 10,080

他勘定振替高 ※2
 78

※2
 9

製品期末たな卸高 1,835 656

売上原価合計 ※3, ※5, ※6
 19,513

※3, ※5, ※6
 9,414

売上総利益又は売上総損失（△） 5,778 △882

販売費及び一般管理費 ※4, ※5
 4,856

※4, ※5
 2,925

営業利益又は営業損失（△） 922 △3,808

営業外収益

受取利息 8 19

受取配当金 ※6
 63 33

その他 7 5

営業外収益合計 79 59

営業外費用

支払利息 80 143

資金調達費用 － 109

為替差損 212 44

その他 71 54

営業外費用合計 365 351

経常利益又は経常損失（△） 636 △4,100

特別損失

特別退職金 － ※8
 402

投資有価証券評価損 116 14

有形固定資産処分損 ※7
 108

※7
 1

事務所移転費用 85 －

たな卸資産評価損 ※3
 11 －

特別損失合計 322 418

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 314 △4,518

法人税、住民税及び事業税 22 20

法人税等調整額 457 －

法人税等合計 479 20

当期純損失（△） △164 △4,539
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【製造原価明細書】

 

  
前事業年度

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ　材料費  13,676 70.7 3,083 48.4

Ⅱ　労務費  2,192 11.3 1,401 22.0

Ⅲ　経費  3,489 18.0 1,890 29.6

(外注加工費)  (1,908)  (621)  

(減価償却費)  (810)  (819)  

当期総製造費用  19,359100.0 6,376 100.0

他勘定より振受高 ※2 8  17  

期首仕掛品たな卸高  3,497  3,411  

合計  22,864  9,805  

期末仕掛品たな卸高  3,411  2,654  

他勘定へ振替高 ※3 309  227  

当期製品製造原価  19,143  6,922  

 

(注)

 

 
前事業年度

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

　１ 　当社の原価計算の方法は、個別原価計算を採用して

おります。製造費用は原価要素別に計算し、直接費は

各製造番号に賦課し、その他の間接費は製造部門と

補助部門の別に把握して補助部門の集計額は、これ

を製造部門へ配賦したうえ、直接作業時間によって

各製造番号に配賦して、製品原価を計算しておりま

す。

　同左

※２ 仕掛品の他勘定より振受高の内訳

有形固定資産 6百万円

仕掛品の他勘定より振受高の主な内訳

有形固定資産 16百万円

※３ 仕掛品の他勘定へ振替高の内訳

研究開発費 225百万円

評価損 11 

販売費及び一般管理費他 72 

計 309 

仕掛品の他勘定へ振替高の内訳

研究開発費 195百万円

販売費及び一般管理費他 32 

計 227 
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,782 5,782

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,782 5,782

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 954 954

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 954 954

その他資本剰余金

前期末残高 0 －

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 955 954

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 954 954

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 105 152

当期変動額

利益準備金の積立 47 －

当期変動額合計 47 －

当期末残高 152 152

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 2,340 2,340

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,340 2,340

繰越利益剰余金

前期末残高 3,125 2,441

当期変動額

剰余金の配当 △471 －

利益準備金の積立 △47 －

当期純損失（△） △164 △4,539

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △683 △4,539

当期末残高 2,441 △2,098
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 5,570 4,933

当期変動額

剰余金の配当 △471 －

利益準備金の積立 － －

当期純損失（△） △164 △4,539

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △636 △4,539

当期末残高 4,933 393

自己株式

前期末残高 △227 △524

当期変動額

自己株式の取得 △299 △1

自己株式の処分 2 0

当期変動額合計 △296 △0

当期末残高 △524 △524

株主資本合計

前期末残高 12,080 11,146

当期変動額

剰余金の配当 △471 －

利益準備金の積立 － －

当期純損失（△） △164 △4,539

自己株式の取得 △299 △1

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △934 △4,540

当期末残高 11,146 6,606

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 518 24

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△493 483

当期変動額合計 △493 483

当期末残高 24 508

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △10 △3

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

6 3

当期変動額合計 6 3

当期末残高 △3 －

土地再評価差額金

前期末残高 8,278 8,278

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ －

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,278 8,278

評価・換算差額等合計

前期末残高 8,787 8,300
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△487 487

当期変動額合計 △487 487

当期末残高 8,300 8,787

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 1

当期変動額合計 － 1

当期末残高 － 1

純資産合計

前期末残高 20,868 19,446

当期変動額

剰余金の配当 △471 －

利益準備金の積立 － －

当期純損失（△） △164 △4,539

自己株式の取得 △299 △1

自己株式の処分 1 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △487 488

当期変動額合計 △1,421 △4,051

当期末残高 19,446 15,395
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【重要な会計方針】

 

前事業年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

　(1) 子会社株式及び関連会社株式

　　　移動平均法に基づく原価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

　(1) 子会社株式及び関連会社株式

　　　同左

　(2) その他有価証券

　　①時価のあるもの

　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)

　(2) その他有価証券

　　①時価のあるもの

　　　同左

　　②時価のないもの

　　　移動平均法に基づく原価法

　　②時価のないもの

　　　同左

２　デリバティブ取引により生じる債権及び債務の評価

基準及び評価方法

　　時価法

２　デリバティブ取引により生じる債権及び債務の評価

基準及び評価方法

　　同左

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　評価基準は、原価法(収益性の低下による簿価切下げ

の方法)によっております。

　(1) 商品及び製品・仕掛品

　　　製品・仕掛品は主として個別法

　　　半製品は主として総平均法

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　評価基準は、原価法(収益性の低下による簿価切下げ

の方法)によっております。

　(1) 商品及び製品・仕掛品

　　　同左

　(2) 原材料及び貯蔵品

　　　主として総平均法

　(2) 原材料及び貯蔵品

　　　同左

　(会計方針の変更)

　 　当事業年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日 公表分)を

適用しております。

　 　この結果、従来の方法に比べて営業利益が53百万円、

経常利益が25百万円、税引前当期純利益が37百万円減

少しております。

―――

４　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

　　　　建物は定額法、建物以外については定率法によって

おります。

　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　建物　　　　　　15～50年

　　　　機械及び装置　　　　 9年

４　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

　　　　建物は定額法、建物以外については定率法によって

おります。

　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　建物　　　　　　15～47年

　　　　機械及び装置　　　　 9年

　(追加情報)

　 　平成20年度の法人税法の改正を契機に耐用年数の見

直しを行い、当事業年度から平成20年3月31日以前に

取得したものも含めて、耐用年数を変更しておりま

す。

　 　この結果、従来の方法に比べて営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が、それぞれ9百万円減少してお

ります。

―――

EDINET提出書類

大阪機工株式会社(E01516)

有価証券報告書

 79/104



 前事業年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

　(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

　　　定額法によっております。

　　　　なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

　　　　ただし、自社利用のソフトウエアについては、自社利

用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

　(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

　　　同左

　(3) リース資産

　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法によ

　(3) リース資産

　　　同左

　(会計方針の変更)

　 　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度から、「リース取引に関

する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17

日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改

正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日

(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月

30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

　 　また、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、期首に

前事業年度末における未経過リース料期末残高相当

額を取得価額として取得したものとしてリース資産

を計上する方法によっております。

　 　なお、この変更による損益に与える影響はありませ

ん。

―――

５　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

５　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　　同左

――― ６　繰延資産の処理方法

　　社債発行費等

　　　支出時に全額費用として処理しております。

６　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

　　　　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

７　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

　　　同左

　(2) 賞与引当金

　　　　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額(うち

当事業年度に帰属する額)を計上しております。

　(2) 賞与引当金

　　　同左
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 前事業年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

　(3) 役員賞与引当金

　　　　役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上

しております。

　　　　なお、当事業年度において、役員賞与引当金の計上は

ありません。

　(3) 役員賞与引当金

　　　同左

　(4) 製品保証引当金

　　　　工作機械のアフターサービス費等に備えるため、売

上高を基準として過去の経験率により算定した額

を計上しております。

　(4) 製品保証引当金

　　　同左

　(5) 退職給付引当金

　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認めら

れる額を計上しております。

　　　　会計基準変更時差異については、15年による按分額

を費用処理しております。

　　　　数理計算上の差異については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による

按分額を翌事業年度より費用処理しております。

　(5) 退職給付引当金

　　　同左

 　(会計方針の変更)

　 　当事業年度から「退職給付に係る会計基準」の一部

改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年7月

31日）を適用しております。

　 　なお、これによる損益に与える影響はありません。

７　ヘッジ会計の方法

　(1) ヘッジ会計の方法

　　　　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、

振当処理の要件を満たしている為替予約について

は振当処理に、特例処理の要件を満たしている金

利スワップ取引については特例処理によっており

ます。

８　ヘッジ会計の方法

　(1) ヘッジ会計の方法

　　　同左

　(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　当期にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対

象は以下のとおりであります。

　　①ヘッジ手段…為替予約

　　　ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権

　(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　当期にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対

象は以下のとおりであります。

　　①同左

　　②ヘッジ手段…金利スワップ

　　　ヘッジ対象…借入金利息

　　②同左

　(3) ヘッジ方針

　　　　輸出取引に係る為替変動のリスクに備えるためのみ

に、輸出実績を踏まえながらその残高の範囲内で

為替予約取引を行っております。また、借入金の調

達金利を固定化し変動リスクを回避するため金利

スワップ取引を行っております。

　(3) ヘッジ方針

　　　同左
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前事業年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

　(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　　　ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額

の累計額を比較して、有効性を判定することにし

ております。ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略しており

ます。

　(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　　同左

８　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

　　　税抜方式によっております。

９　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

　　　同左

 

(追加情報)
 

前事業年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

　 　役員の退職金の支給に充てるため、内規に基づく要支

給額を役員退職慰労引当金に計上しておりましたが、

平成20年5月15日開催の取締役会において役員退職慰

労金制度の廃止を決議し、平成20年6月27日開催の定

時株主総会において、取締役、監査役の退任時に平成

20年6月27日までの在任期間を対象とした退職金を打

ち切り支給することを決議しました。

　 　これに伴い、平成20年6月27日までの期間に対応する

役員退職慰労金相当額55百万円を固定負債の「その

他」に含めて計上しております。

―――
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【注記事項】

(貸借対照表関係)
 

 
前事業年度

(平成21年3月31日)
当事業年度

(平成22年3月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 15,716百万円 有形固定資産の減価償却累計額 16,546百万円

※２ 関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取手形及び売掛金 2,828百万円

支払手形 825 

買掛金 238 

関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取手形及び売掛金 2,163百万円

支払手形 284 

買掛金 324 

※３ 　土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除

した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

　土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除

した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

 ・再評価の方法　土地の再評価に関する法律施行令

(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に

定める地価税の計算のために公表された方法によ

り算定した価額に合理的な調整を行って算出して

おります。

・再評価を行った年月日　平成12年3月31日

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額

 △6,797百万円

・再評価の方法　土地の再評価に関する法律施行令

(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に

定める地価税の計算のために公表された方法によ

り算定した価額に合理的な調整を行って算出して

おります。

・再評価を行った年月日　平成12年3月31日

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額

 △7,102百万円

※４ 担保に供している資産

建物 2,254百万円

機械及び装置 125 

土地 14,635 

計 17,016 

　 上記は、全て工場財団を設定しております。

 

担保付債務

短期借入金 1,350百万円

長期借入金 2,880 

 (うち１年以内返済予定額 940)

計 4,230 

担保に供している資産

商品及び製品 193百万円

建物 2,801 

機械及び装置 89 

土地 14,635 

計 17,720 

　 上記のうち有形固定資産については、全て工場財

団を設定しております。

担保付債務

短期借入金 1,803百万円

長期借入金 5,440 

 (うち１年以内返済予定額 805)

計 7,243 

　５ 　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と

貸出コミットメント契約を締結しております。

　当事業年度末における貸出コミットメントに係る

借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 2,000百万円

借入実行残高 ―  

差引額 2,000 

―――
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(損益計算書関係)

 

 
前事業年度

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

※１ 製品の他勘定より振受高の内訳

製品買受高 1,383百万円

製品の他勘定より振受高の内訳

製品買受高 1,321百万円

※２ 製品の他勘定へ振替高の主な内訳

有形固定資産 78百万円

製品の他勘定へ振替高の主な内訳

有形固定資産 9百万円

※３ 　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 53百万円

特別損失 11 

　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 331百万円

   

※４ 販売費及び一般管理費の内訳

　販売費及び一般管理費のおおよその割合は、販売費

80％、一般管理費20％であります。主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

旅費交通費 235百万円

運送費 1,282 

製品保証引当金繰入額 57 

給料・手当・賞与 1,353 

貸倒引当金繰入額 25 

賞与引当金繰入額 73 

退職給付費用 216 

役員退職金引当金繰入額 4 

福利費 283 

減価償却費 127 

研究開発費 225 

販売費及び一般管理費の内訳

　販売費及び一般管理費のおおよその割合は、販売費

70％、一般管理費30％であります。主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

旅費交通費 163百万円

運送費 305 

製品保証引当金繰入額 16 

給料・手当・賞与 978 

貸倒引当金繰入額 39 

賞与引当金繰入額 18 

退職給付費用 223 

福利費 235 

減価償却費 130 

研究開発費 195 

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれております研

究開発費

 287百万円

一般管理費及び当期製造費用に含まれております研

究開発費

 241百万円

※６ 関係会社に係る注記

　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

売上高 5,176百万円

仕入高 7,376 

受取配当金 15 

関係会社に係る注記

　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

売上高 1,398百万円

仕入高 2,733 

※７ 　有形固定資産処分損の主なものは、建物91百万円、

機械及び装置8百万円であります。

　有形固定資産処分損の主なものは、構築物0百万円

であります。

※８ ――― 　早期退職者優遇制度の実施に伴う割増退職金等及

び「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）を適用し、退職給

付制度の一部終了に準ずる処理を行ったことによる

退職給付費用であります。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,008,119 1,339,154 11,804 2,335,469

(注)　自己株式の増加のうち、1,300,000株は取締役会決議による取得であり、そのほかは全て単元未満株式の買取りによるも

のであります。減少については、全て単元未満株式の売渡請求に係る売渡しによるものであります。

 

当事業年度（自平成21年4月1日　至平成22年3月31日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 2,335,469 12,668 2,638 2,345,499

(注)　増加は全て単元未満株式の買取りによるものであり、減少は全て単元未満株式の売渡請求に係る売渡しによるものであ

ります。
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(リース取引関係)

 

前事業年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

１　ファイナンス・リース取引

(借主側)

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産

　(1)リース資産の内容

　　・有形固定資産

　　　　工作機械事業における生産設備(機械及び装置)など

であります。

　　・無形固定資産

　　　　工作機械事業のコールセンター用ソフトウェアなど

であります。

１　ファイナンス・リース取引

(借主側)

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産

　(1)リース資産の内容

　　・有形固定資産

　　　　同左

 

　　・無形固定資産

　　　　同左

　(2)リース資産の減価償却の方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定

額法によっております。

　(2)リース資産の減価償却の方法

　　　同左

 

(有価証券関係)

前事業年度（平成21年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成22年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式554百万円、関連会社株式114百万円）は、市

場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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(税効果会計関係)

 

前事業年度
(平成21年3月31日)

当事業年度
(平成22年3月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

(繰延税金資産)   

　たな卸資産評価損 38百万円

　賞与引当金 65 

　製品保証引当金 23 

　投資有価証券評価損 579 

　退職給付引当金 1,081 

　未払役員退職金 22 

　その他 105 

繰延税金資産小計 1,915 

評価性引当額 △1,882 

繰延税金資産合計 33 

(繰延税金負債)   

　未収事業税 △29 

　その他 △4 

繰延税金負債合計 △33 

繰延税金資産の純額 ― 

(再評価に係る繰延税金資産) 202 

評価性引当額 △202 

再評価に係る繰延税金資産合計 ― 

(再評価に係る繰延税金負債) △6,007 

再評価に係る繰延税金負債の純額 △6,007 

   

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

(繰延税金資産)   

　たな卸資産評価損 27百万円

　賞与引当金 15 

　製品保証引当金 6 

　投資有価証券評価損 492 

　退職給付引当金 803 

　未払役員退職金 22 

　繰越欠損金 2,233 

　その他 37 

繰延税金資産小計 3,638 

評価性引当額 △3,638 

繰延税金資産合計 ― 

(繰延税金負債)   

　その他有価証券評価差額金 △201 

繰延税金負債合計 △201 

繰延税金負債の純額 △201 

(再評価に係る繰延税金資産) 202 

評価性引当額 △202 

再評価に係る繰延税金資産合計 ― 

(再評価に係る繰延税金負債) △6,007 

再評価に係る繰延税金負債の純額 △6,007 

   

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.63%

(調整)   
　交際費等永久に損金に算入されな　
　い項目 2.63 

　受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 △4.38

 

　住民税均等割 6.69 

　評価性引当額 105.89 

　その他 0.85 
税効果会計適用後の法人税等の負担
率 152.31 
   

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　当事業年度においては、税引前当期純損失となってい

るため、差異原因の項目別内訳の記載を省略してお

ります。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)
 

前事業年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

１株当たり純資産額 271.14円１株当たり純資産額 214.66円

１株当たり当期純損失(△) △2.29１株当たり当期純損失(△) △63.30

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がない

ため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を有

している潜在株式がないため、記載しておりません。

 

(注) 算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

項目
前事業年度

(平成21年3月31日)
当事業年度

(平成22年3月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 19,446 15,395

普通株式に係る純資産額(百万円) 19,446 15,393

差額の内訳(百万円)
　新株予約権

 
―

 
1

普通株式の発行済株式数(株) 74,058,168 74,058,168

普通株式の自己株式数(株) 2,335,469 2,345,499

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 71,722,699 71,712,669

 

２　１株当たり当期純損失(△)

項目
前事業年度

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

損益計算書上の当期純損失(△)(百万円) △164 △4,539

普通株式に係る当期純損失(△)(百万円) △164 △4,539

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 71,876,172 71,717,909

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

――― 詳細については、「第4 提

出会社の状況　1 (2)新株

予約権等の状況」に記載

のとおりであります。
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(重要な後発事象)
 

前事業年度
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

当事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

――― 新株予約権の行使による増資

当事業年度終了後、平成22年4月14日から同年4月26日ま

でに、第1回から第10回の新株予約権のすべて(100個)に

ついて権利行使がありました。当該権利行使の概要は次

のとおりであります。

(1)発行した株式の種類及び数　普通株式7,407,400株

(2)発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　135円

(3)発行総額　　　　　　　　　　　　　1,001百万円

(4)発行総額のうち資本へ組み入れた額　　500百万円

資金の使途は、工作機械関連の設備投資資金、研究開発資

金及び売上拡大に伴う増加運転資金に充当する予定であ

ります。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)   

(その他有価証券)   

㈱クボタ 787,000 670

㈱西日本シティ銀行 1,175,000 324

丸紅㈱ 557,000 323

三菱電機㈱ 200,000 171

三井物産㈱ 100,000 157

㈱りそなホールディングス 120,000 141

㈱山善 289,000 114

三井住友海上グループ
ホールディングス㈱

27,982 72

㈱ケー・エフ・シー 99,000 57

新日本理化㈱ 451,300 50

その他32銘柄 2,234,530 357

計 6,040,812 2,442
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【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産        

　建物 6,290 703 3 6,990 3,774 176 3,215

　構築物 888 5 ― 894 677 46 217

　機械及び装置 8,143 106 53 8,195 7,326 290 868

　車両運搬具 106 ― ― 106 100 3 5

　工具、器具及び備品 4,395 82 4 4,473 4,324 192 149

　土地 15,052 ― ― 15,052 ― ― 15,052

　リース資産 922 1 33 890 342 192 547

　建設仮勘定 791 ― 791 ― ― ― ―

有形固定資産計 36,590 899 886 36,603 16,546 901 20,056

無形固定資産        

　ソフトウエア ― ― ― 132 42 26 90

　リース資産 ― ― ― 88 40 21 48

　電話加入権 ― ― ― 15 ― ― 15

　その他 ― ― ― 14 5 0 8

無形固定資産計 ― ― ― 251 87 48 163

長期前払費用 1 21 3 19 1 0 18

繰延資産 ― ― ― ― ― ― ―

(注) １　建物の当期増加額の主なものは、工場の増設によるものであります。

２　無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記

載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金　(注) 56 64 11 21 87

賞与引当金 161 38 161 ― 38

製品保証引当金 57 16 57 ― 16

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、債権の回収及び洗替による戻入額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金
 

区分 金額(百万円)

現金 12

預金

当座預金 2,268

普通預金 378

大口定期預金 870

外貨普通預金 226

別段預金等 53

計 3,796

合計 3,808

 

②　受取手形

相手先別内訳   期日別内訳  
 

相手先 金額(百万円)  期日 金額(百万円)

㈱兼松ＫＧＫ 157  平成22年４月満期 151

ＨＡＬＢＲＯＮＮ
ＦＲＥＲＥＳ　Ｓ.Ａ.

78  　　　　５月 〃 106

ＤＡＵＮＥＲＴ
ＭＡＱＵＩＮＡＳ－ＨＥＲＲＡＭＩ
ＥＮＴＡＳ　Ｓ.Ａ.

42  　　　　６月 〃 226

㈱山善 42  　　　　７月 〃 37

㈱ツガミ 36  　　　　８月 〃 9

その他 202  　　　　９月 以降満期 29

合計 559  合計 559

 

③　売掛金

相手先別内訳
 

相手先 金額(百万円)

ＯＫＫ ＵＳＡ 
ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

2,078

ユアサ商事㈱ 475

㈱山善 217

㈱兼松ＫＧＫ 165

㈱ジーネット 152

その他 1,012

合計 4,102
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
 

前期繰越高
(百万円)
 
(Ａ)
 

当期発生高
(百万円)
 
(Ｂ)
 

当期回収高
(百万円)
 
(Ｃ)
 

次期繰越高
(百万円)
 
(Ｄ)
 

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

2
(Ｂ)
365

5,256 8,820 9,973 4,102 70.9 194

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④　たな卸資産
 

項目 金額(百万円)
内訳

項目 金額(百万円)

商品及び製品 1,867製品 工作機械 656

  計画在庫品及び常備部品 1,211

仕掛品 2,654工作機械 2,503

  その他 151

原材料及び貯蔵品 13特殊鋼材 7

  その他 6

合計 4,536   

 

⑤　支払手形

相手先別内訳   期日別内訳  
 

相手先 金額(百万円)  期日 金額(百万円)

大豊機工㈱ 223  平成22年４月満期 156

ファナック㈱ 136  　　　　５月 〃 256

㈱オーケーケーエンジニアリング 60  　　　　６月 〃 222

津田駒工業㈱ 32  　　　　７月 〃 383

㈱共栄システム 32  　　　　８月 〃 16

その他 573  　　　　９月以降満期 24

合計 1,059 合計 1,059
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⑥　買掛金

相手先別内訳
 

相手先 金額(百万円)

大豊機工㈱ 205

㈱オーケイケイ・シムテック 69

ファナック㈱ 55

㈱オーケーケーエンジニアリング 48

三菱電機クレジット㈱ 38

その他 302

合計 720

 

⑦　短期借入金
 

借入先 金額(百万円)

㈱りそな銀行 1,150

㈱三井住友銀行 675

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 640

農林中央金庫 420

㈱みずほ銀行 340

その他 1,948

合計 5,173

 

⑧　長期借入金
 

借入先 金額(百万円)

㈱りそな銀行 2,100

㈱三井住友銀行 1,075

㈱みずほ銀行 580

農林中央金庫 270

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 180

その他 760

合計 4,965
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⑨　再評価に係る繰延税金負債
 

金額(百万円) 摘要

6,007土地の再評価に関する法律に基づく評価差額に係る税金相当額

 

⑩　退職給付引当金
 

区分 金額(百万円)

退職給付債務 2,881

年金資産 △95

会計基準変更時差異の未処理額 △797

未認識数理計算上の差異 △10

合計 1,978

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 4月1日から3月31日まで

定時株主総会 6月中

基準日 3月31日

剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り・
売渡し

 

　　取扱場所
（特別口座）
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

　　株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　買取・売渡手数料 1単元当たりの売買委託手数料相当額を買い取った単元未満株式の数で按分した額

公告掲載方法

当社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであ
ります。
　http://www.okk.co.jp

株主に対する特典 該当事項はありません

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

取得請求権付株式の取得を請求する権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1)
 
 
 

有価証券報告書
及びその添付書類、
有価証券報告書の
確認書

事業年度
(第151期)

自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日

 
平成21年6月29日
関東財務局長に提出

(2)内部統制報告書
事業年度
(第151期)

自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日

 
平成21年6月29日
関東財務局長に提出

 (3)
 
 

四半期報告書
及び四半期報
告書の確認書

(第152期第1四半期)
 
自　平成21年4月１日
至　平成21年6月30日

 
 
平成21年8月12日
関東財務局長に提出

  (第152期第2四半期)
 
自　平成21年7月１日
至　平成21年9月30日

 
 
平成21年11月12日
関東財務局長に提出

  (第152期第3四半期)
 
自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日

 
 
平成22年2月10日
関東財務局長に提出

 

(4)有価証券届出書 第三者割当増資による新株予約権の発行  
平成21年8月27日
関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

平成21年6月25日

大　阪　機　工　株　式　会　社

取　　締　　役　　会　　御　中

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　中　川　一　之　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　廣　田　壽　俊　㊞

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている大阪機工株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸

表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

大阪機工株式会社及び連結子会社の平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大阪機工株式会社の平成21

年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報

告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明す

ることにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができ

ない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内

部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示が

ないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る

内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の

表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。

当監査法人は、大阪機工株式会社が平成21年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

平成22年6月25日

大　阪　機　工　株　式　会　社

取　　締　　役　　会　　御　中

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　中　川　一　之　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　廣　田　壽　俊　㊞

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている大阪機工株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸

表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

大阪機工株式会社及び連結子会社の平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大阪機工株式会社の平成22

年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報

告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明す

ることにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができ

ない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内

部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示が

ないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る

内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の

表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。

当監査法人は、大阪機工株式会社が平成22年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
 

EDINET提出書類

大阪機工株式会社(E01516)

有価証券報告書

102/104



独立監査人の監査報告書
 

 

平成21年6月25日

大　阪　機　工　株　式　会　社

取　　締　　役　　会　　御　中

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　中　川　一　之　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　廣　田　壽　俊　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている大阪機工株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第151期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大阪

機工株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成22年6月25日

大　阪　機　工　株　式　会　社

取　　締　　役　　会　　御　中

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　中　川　一　之　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　廣　田　壽　俊　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている大阪機工株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第152期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大阪

機工株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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